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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 （注）１．第６期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

４．第８期の自己資本利益率、株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。

５．第８期より純資産額の算定にあたり「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

5号）及び「貸借対照表の純資産額の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8

号）を適用しております。 

６．平成17年５月20日付で、株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

回次 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 

決算年月 平成15年3月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 

売上高 （千円） － － 5,400,061 6,225,571 5,183,491 

経常利益又は経常損失

（△） 
（千円） － － 494,938 259,336 △1,070,637 

当期純利益又は当期純損

失（△） 
（千円） － － 265,601 121,923 △1,161,703 

純資産額 （千円） － － 1,575,747 1,538,916 322,295 

総資産額 （千円） － － 2,600,231 2,629,342 1,645,387 

１株当たり純資産額 （円） － － 130,297.50 63,137.62 13,140.59 

１株当たり当期純利益又

は当期純損失（△） 
（円） － － 21,954.87 5,059.48 △47,651.83 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 
（円） － － 21,266.28 4,973.02 － 

自己資本比率 （％） － － 60.6 58.5 19.5 

自己資本利益率 （％） － － 16.9 7.8 － 

株価収益率 （倍） － － 66.5 59.9 － 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － 360,599 50,187 △1,050,401 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － △176,877 △118,550 △168,899 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － 718,632 △132,505 304,865 

現金及び現金同等物の期

末残高 
（千円） － － 1,587,630 1,386,763 472,326 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

447 

 ( 49 ) 

523 

( 51 )  

585 

（55）   



(2) 提出会社の経営指標等 

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．持分法を適用した場合の投資利益については、第５期以前については関連会社の損益等からみて重要性が乏し

いため、また、第６期以降については連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第４期においては、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。第５期においては、新株予約権残高はありますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もして

いないため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。第８期においては潜在株式は存在する

ものの１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

４．第８期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

５．第４期から第５期までの株価収益率については、当社株式は非上場・非登録でありますので記載しておりませ

ん。第８期の株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

６．第８期より純資産額の算定にあたり「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5

号）及び「貸借対照表の純資産額の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8

号）を適用しております。 

７．平成17年５月20日付で、株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

回次 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 

決算年月 平成15年3月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 

売上高 （千円） 2,634,143 3,860,895 5,383,358 6,201,484 5,162,026 

経常利益又は経常損失

（△） 
（千円） 143,309 317,834 502,390 276,985 △1,054,481 

当期純利益又は当期純損

失（△） 
（千円） 202,340 265,884 271,221 136,811 △1,188,687 

持分法を適用した場合の

投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 550,000 550,000 813,500 837,100 839,500 

発行済株式総数 （株） 10,342 10,342 11,892 24,374 24,434 

純資産額 （千円） 323,300 589,184 1,585,806 1,563,862 319,040 

総資産額 （千円） 848,433 1,432,239 2,605,677 2,648,920 1,640,074 

１株当たり純資産額 （円） 31,260.88 56,970.09 131,143.34 64,161.11 13,057.23 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配

当額） 

（円） 
－ 

（ － ）

－ 

（ － ）

10,000.00 

（ － ）

5,000.0 

（2,500）

－ 

（ － ）

１株当たり当期純利益 

又は当期純損失（△） 
（円） 19,564.96 25,709.20 22,470.37 5,677.28 △48,758.67 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 
（円） － － 21,765.61 5,580.26 － 

自己資本比率 （％） 38.1 41.1 60.9 59.0 19.5 

自己資本利益率 （％） 91.1 58.3 24.9 8.7 － 

株価収益率 （倍） － － 65.0 53.4 － 

配当性向 （％） － － 44.5 88.1 － 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） 265,180 374,717 － － － 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △52,660 △41,717 － － － 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △38,000 △36,000 － － － 

現金及び現金同等物の期

末残高 
（千円） 383,330 680,331 － － － 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

255 

（ 13 ）

329 

（ 24 ）

441 

（  49 ）

517 

（ 51  ）

579 

（ 55 ）



８．第６期より連結財務諸表を作成しているため、第６期から第８期の営業活動によるキャッシュ・フロー、投資

活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高につ

いては、記載しておりません。 



２【沿革】 

年  月 事        業        内         容 

平成11年11月 

「住宅品確法」(注1)に基づく住宅の性能評価・検査業務、建築基準法(注2)に基づく建築物の確認検

査業務を目的として、東京都港区赤坂に日本イーアールアイ株式会社（現 日本ＥＲＩ株式会社）を設

立。 

平成12年3月 

建築基準法に基づく指定確認検査機関として、民間会社では初めて建設大臣（現 国土交通大臣）の指

定を受け、4月1日から本社で東京都（島嶼部を除く）、千葉、埼玉、神奈川の１都３県を業務区域と

して確認検査業務を開始。 

平成12年10月 

東京、横浜、千葉、さいたまの4支店、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡の6事業所を開設。

「住宅品確法」に基づく指定住宅性能評価機関として建設大臣（現 国土交通大臣）の指定を受け、新

築住宅に係る住宅性能評価業務(注3)を日本全域を業務区域として本社のほか上記10拠点にて開始。 

  
新築住宅の瑕疵保証業務（損害保険会社により全て付保）を行う日本住宅ワランティ株式会社（全額

出資）を設立。 

平成12年12月 
「住宅品確法」による指定試験機関として指定を受け、音環境に係る試験業務を翌年(1月4日)から本

社で開始。 

平成13年1月 
首都圏を中心とした確認検査業務拡大のため、東京、横浜、千葉、さいたまの4支店にて確認検査業務

を開始。 

平成13年4月 福岡事業所を福岡支店に昇格させ、九州地方で確認検査業務を開始。 

平成13年7月 

建築基準法による指定性能評価機関として指定を受け、翌月(8月1日)から超高層建築物の性能評価業

務を本社で開始。「住宅品確法」による指定試験機関業務に係る超高層住宅の構造評価区分を追加取

得し同試験業務を開始。 

平成13年8月 大阪事業所を大阪支店に昇格させ、近畿地方で確認検査業務を開始。 

平成13年12月 広島事業所を広島支店に昇格させ、中国・四国地方で確認検査業務を開始。 

平成14年3月 東京都港区内で本社移転。 

平成14年4月 
札幌、仙台、名古屋の各事業所を支店に昇格させ、北海道、東北及び中部地方で確認検査業務を開

始。日本全域（一部島嶼部を除く）を確認検査業務区域とする。 

平成15年3月 

「住宅品確法」に基づく既存住宅の指定住宅性能評価機関として国土交通大臣の指定を受け、4月1日

から既存住宅（戸建・共同住宅）の住宅性能評価業務を開始（平成14年8月 既存住宅性能表示制度の

公布、施行）。 

平成15年4月 岡山支店を開設し、確認検査業務を開始。 

平成15年9月 

立川支店を開設し、住宅性能評価業務・確認検査業務を開始。岡山支店で住宅性能評価業務を開始。 

住宅金融公庫証券化支援事業により同公庫が購入する住宅ローン債権に対応する住宅の同公庫基準へ

の「適合証明業務」を開始。 

平成15年11月 
日本イーアールアイ株式会社から現社名である日本ＥＲＩ株式会社へ社名変更。 

熊本事務所を開設し、確認検査業務を開始。 

平成16年4月 
高崎支店、藤沢支店、京都支店、北九州支店を開設し、住宅性能評価業務、確認検査業務を開始。 

土壌汚染対策法に基づき、環境大臣指定の調査機関としての業務を開始。 

 



 （注）１．「住宅品確法」 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を指し、通常「住宅品確法」と称されており（以後、「住宅品

確法」という）、住宅市場の条件整備と活性化を目的に、平成11年6月公布されました。 

同法は以下３つの柱、①新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実（10年間の修補責任等の義務化）、

②住宅性能表示制度の整備、③住宅専門の紛争処理体制の整備、を主たる内容とし、平成12年4月から施行

されていますが、②の住宅性能表示制度については、平成12年7月に日本住宅性能表示基準・評価方法基準

が制定され、同年10月に本格的にスタートしました。なお当社も同月より住宅性能評価業務を開始しており

ます。 

２．建築基準法 

同法は住民の生命・健康・財産を守るために、建築物についての最低の基準を規定した法律で、建築工事

に着工する前に、その建築計画が「建築基準関係規定」に適合しているかどうか、「建築確認」を受けるこ

とを義務付ける制度を定めています。また「建築確認」を受けた建築物が完成した時には、建築主事の完了

検査を受け、検査済証を受けてからでなければ、建築物を使用することができないことも定めています。 

平成10年6月に法制定（昭和25年）以来の抜本的な改正が公布され、これまで特定行政庁の建築主事が専

ら行ってきた建築確認・完了検査が平成11年5月以降は民間に開放され、一定の審査能力を備える公正中立

な民間機関（指定確認検査機関）が確認検査をできるようになりました。 

３．住宅性能評価 

登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣が定めた日本住宅性能表示基準・評価方法基準に従い、住宅の性

能を構造の安定、火災時の安全、空気環境、音環境など10分野、32事項(平成19年3月現在)について評価、

表示し、住宅性能評価書を交付します。住宅性能評価は任意の制度で、その利用は住宅供給者または取得者

の選択によります。 

住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた設計住宅性能評価書、及び施工段階と完成段

階の検査を経た評価結果をまとめた建設住宅性能評価書の２種類があります。 

年  月 事        業        内         容 

平成16年7月 
株式会社クリックエンタープライズより、「すまいと事業」を譲受し、日本住宅ワランティ株式会社

にて建築資金出来高支払管理業務を開始。 

平成16年8月 日本住宅ワランティ株式会社の増資引受。（当社出資比率83.3％）  

平成16年10月 
 松山支店を開設し、住宅性能評価業務、確認検査業務を開始。熊本事務所を熊本支店に昇格し、住宅

性能評価業務を開始。確認検査業務区域を島嶼部にも拡大し、日本全域を同業務区域とする。 

平成16年11月 日本証券業協会に株式を店頭登録。 

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。 

平成17年3月 建築基準法に基づく指定認定機関として指定を受け、平成17年4月1日から型式適合認定業務を開始。 

平成17年4月  宇都宮支店を開設し、住宅性能評価業務、確認検査業務を開始。 

平成17年5月  松本支店を開設し、住宅性能評価業務、確認検査業務を開始。東京支店を中央区日本橋に移転。 

平成17年7月  高松支店を開設し、住宅性能評価業務、確認検査業務を開始。 

平成17年9月  神戸支店を開設し、住宅性能評価業務、確認検査業務を開始。 

平成17年10月  金沢支店を開設し、住宅性能評価業務、確認検査業務を開始。 

平成18年3月 
 住宅品確法の改正により住宅性能評価機関等は指定制から登録制に移行。登録住宅性能評価機関、登

録試験機関、登録住宅型式性能等認定機関の登録を行う。 

   日本住宅ワランティ株式会社の増資引受。（当社出資比率91.7％） 

平成18年6月  つくば支店を開設し、住宅性能評価業務を開始。 



３【事業の内容】 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、日本ＥＲＩ株式会社（当社）および日本住宅ワランティ株式会社（子

会社）から構成されており、当社名にある通り建築物等に関する、Ｅvaluation（評価）Ｒating（格付け）Ｉnspection

（検査）を専門的第三者機関として実施しております。事業を区分すると、 

①建築基準法に基づく建築物の確認検査※1、②住宅品確法に基づく新築住宅及び既存住宅の住宅性能評価※2、③住

宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)融資住宅の審査・適合証明、建築基準法に基づく性能評価業務※3、住宅品確法に基づ

く試験業務※4、土壌汚染調査※5、建築物の型式認定※6、住宅型式性能認定※7、不動産取引等におけるデューディリジ

ェンス（調査）やインスペクション（検査）また、子会社で行っている、瑕疵保証保険の取次ぎや建築資金支払管理（す

まいと事業）など、その他の事業を行っております。 

※1 『指定確認検査機関（国土交通大臣第5号；平成12年3月10日指定取得）』 

※2 『登録住宅性能評価機関（国土交通大臣第5号；平成18年3月1日登録）』 

※3 『指定性能評価機関（国土交通大臣第10号；平成13年7月31日指定取得）』 

※4 『登録試験機関（国土交通大臣第6号；平成18年3月1日登録）』 

※5 『指定調査機関（環境大臣環2004-1-114；平成16年2月20日指定取得）』 

※6 『指定認定機関（国土交通大臣第7号；平成17年3月31日指定取得）』 

※7 『登録住宅型式性能認定等機関（国土交通大臣第7号；平成17年4月28日登録）』 

〔当社業務の概念図〕 



〔当社グループ業務の系統図〕 

 （注）１．建築基準法、住宅品確法に基づいて当社が組成する専門委員会であり、専門家や学識経験者がメンバーと

なっております。 



(1) 確認検査業務 

建築基準法には、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する 低基準が定められ、その基準に建築物が適合している

かどうかをチェックする建築確認・検査制度が導入されております。一般に建築物を建築しようとする場合、建築主は建

築工事の着手前と完了時に特定行政庁※1または民間の指定確認検査機関に申請し、確認済証や検査済証の交付を受ける

ことが義務付けられております。 

当社は、指定確認検査機関として全国25ヶ所の本支店・事務所において国家資格である建築基準適合判定資格者検定に

合格した確認検査員222名（平成19年3月末現在）が在籍して確認検査業務に従事しております。建築確認業務の流れは下

図のとおり。当社は、建築主から確認申請書及び設計図書の提出を受けて事前相談に応じつつ審査し、当該建築計画につ

いて建築基準法のほか、都市計画法、消防法、下水道法など建築基準関係規定並びに各地方条例に照らして防火、安全、

衛生、市街地環境等の面で支障がないことを判定し、確認済証を交付いたします。建築工事の完了時には確認検査員によ

る現場検査が行われ、完了検査済証を交付いたします。なお、特定行政庁※1が地域的な特性等を勘案したうえで指定す

る特定工程※2については、建築物の竣工前に中間検査を受けなければならないとされており、完了検査と同様に確認検

査員による現場検査が行われ、中間検査合格証を交付しております。 

※1 建築確認業務を執行する行政機関（原則として人口25万人以上の市区町村）をいう。 

※2 特定行政庁が地域的な特性等を勘案して特に指定した工程であり、建築基準関係規定に適合しているかどう

かを検査することが必要となっております。 

〔確認検査の流れ〕 

〔建築基準法の改正〕 

平成10年6月12日に建築基準法が改正公布され、従来、特定行政庁の建築主事のみによって行われていた建築確認・検

査が一定の要件を満たす民間の指定確認検査機関に開放されました。その背景は、平成7年に発生した阪神淡路大震災を

契機として、完了検査率の向上や違反建築物の監視・取締など建築基準法の厳正な運用をすべきとの議論が強まるなか、

建築主事や建築監視員など建築行政におけるマンパワーの不足が問題となりました。そこで、民間活力の利用によるマン

パワーの代替及び競争による技術水準・サービスの向上等を狙いとして、裁量の余地が基本的にはないとされる建築確

認・検査を民間開放し、行政では違反建築物の監視・取締など行政の権限でなければできない分野へのシフトを進める制

度改革が行われました。 

確認検査業務を行う民間の指定確認検査機関は、特定行政庁の建築主事と同様な高い技術力、専門性、公正中立性とと

もに、建築主・設計者・施工者等と利害のない第三者性が必要であることから、国土交通大臣または都道府県知事により

公的な確認検査機関として様々な規制を受けることとなっております。なお、指定確認検査機関が建築主から確認検査の

申請を受け、確認済証・中間検査合格証・検査済証（適合しないと認めたときは、指摘事項通知書）を交付したとき、特

定行政庁に引受通知書、検査結果報告書を提出することとされており、違反是正の諸権限については特定行政庁（建築主

事）にのみ与えられております。 



(2) 住宅性能評価業務 

住宅品確法に定める「住宅性能表示制度」に基づき、住宅性能評価機関として住宅の性能評価を行う業務であります。

住宅性能評価の流れは下図のとおり。住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた設計住宅性能評価書

と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた建設住宅性能評価書との２種類があり、段階的に交付されま

す。 

〔住宅性能評価の流れ〕 

〔住宅品確法の創設〕 

平成11年6月に公布された住宅品確法は、量的確保から良質な住宅ストックの形成を図るという住宅政策転換の根幹を

支えるものであり、住宅性能表示制度の創設、住宅専門の紛争処理体制の整備、新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例※

（10年保証）が３つの柱となっております。 

※これまで、住宅の瑕疵担保期間は契約で自由に変更可能でしたが、売主は本特例により全ての新築住宅の基本

構造部分については引渡時から 低10年間の瑕疵担保責任を負うこととなりました。 

住宅性能表示制度の適用は任意となっておりますが、新築住宅を取得しようとする消費者にとって住宅の性能の相互比

較ができたり、性能上の要求が設計者・施工者と共通に認識され望みどおりの新築住宅をつくることができ、また、評価

を受けた設計図書どおりの施工が確実にされることなどのメリットがあります。一方、住宅供給会社にとって中立公正な

第三者機関が交付した住宅性能評価書やその写しを新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付することで、消費者の信頼

を得られ易くなるうえ、提携住宅ローンの優遇など優位性を訴求することができるようになります。 

新築住宅の性能を表示する共通ルールとして国土交通大臣により日本住宅性能表示基準及び評価方法基準が定められて

います。性能表示基準は10分野・32表示事項（平成19年3月現在）から成り立っており、表示事項それぞれに数段階の等

級が表示されます。 

なお、いわゆる中古住宅についても平成14年12月から「既存住宅性能評価」制度がスタートし、当社では平成15年4月

から同業務を開始しております。しかし、同制度は、今のところ新築住宅の性能評価と比べて認知度が極めて低いのが現

状であります。 



〔日本住宅性能表示基準（新築住宅）の概要〕 

住宅性能表示制度に関連して住宅専門の紛争処理支援体制が整備されております。下図のとおり、建設住宅性能評価書

が交付された住宅については、国土交通大臣が指定する各地の弁護士会にある指定住宅紛争処理機関に申請すれば、手数

料1万円で専門家（弁護士、建築士等）による円滑、迅速で専門的な紛争処理を受けることができる仕組みであり、同制

度を支えるために指定住宅性能評価機関は建設住宅性能評価1件につき4,000円の負担金を納付しております。 

分     野 表 示 事 項 

構造の安定に関すること 

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） 

耐震等級（構造躯体の損傷防止） 

その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) 

耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） 

耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） 

地盤または杭の許容支持力等及びその設定方法 

基礎の構造方法及び形式等 

火災時の安全に関すること 

感知警報装置設置等級（自住戸火災時） 

感知警報装置設置等級（他住戸等火災時） 

避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下） 

脱出対策（火災時） 

耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部）） 

耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外）） 

耐火等級（界壁及び界床） 

劣化の軽減に関すること 劣化対策等級（構造躯体等） 

維持管理への配慮に関すること 

維持管理対策等級（専用配管） 

維持管理対策等級（共用配管） 

更新対策(共用配水管) 

更新対策(住戸専用部) 

温熱環境に関すること 省エネルギー対策等級 

空気環境に関すること 

ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） 

換気対策 

室内空気中の化学物質の濃度等 

光、視環境に関すること 
単純開口率 

方位別開口比 

音環境に関すること 

重量床衝撃音対策 

軽量床衝撃音対策 

透過損失等級（界壁） 

透過損失等級（外壁開口部） 

高齢者等への配慮に関すること 
高齢者等配慮対策等級（専用部分） 

高齢者等配慮対策等級（共用部分） 

防犯に関すること 開口部の侵入防止対策 



〔紛争処理支援機能のイメージ〕 

 当社の住宅性能評価業務は、評価員312名（委託評価員を除く）（平成19年3月31日現在）を擁し、公正・中立、迅速か

つ適切な評価を行うため、以下の特徴を有しております。 

1.確認検査・金融公庫審査と一体的に業務を行います。 

民間会社として第１号の国土交通大臣指定の指定確認検査機関。充実したスタッフを擁し、実績は業界トップクラ

スです。 

2.一戸建て、共同住宅等（マンション、長屋、アパート等）の別、ならびに、工法の別を問わず、全ての種別の住宅

を評価対象とします。 

3.全国25の拠点で、日本国内全域を業務区域とします。 

本社の他、24支店（札幌、仙台、宇都宮、高崎、つくば、さいたま、千葉、東京、立川、横浜、藤沢、金沢、松

本、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、高松、松山、福岡、北九州、熊本）。評価員を全国に配置し、イン

ターネットとSOHOを活用して業務を行います。 



(3) その他 

①超高層建築物の構造評定（性能評価）ならびに構造評価（特別評価） 

超高層建築物（高さ60メートル超）については、建築確認に先立って構造の安全性を評価する構造評定を受ける必要が

あります。当社では、建築基準法に基づく超高層建築物の「構造の安全性」に係る評価業務（構造評定）ならびに、住宅

品確法に基づく試験のうち「構造の安定」に係る特別評価（構造評価）の業務を行っています。これらの超高層建築物に

係る評定・評価は高度な技術力を要することから実施機関が限られており、当社は数少ない民間実施機関のひとつであり

ます。 

当社の場合、この二つの評価を一体的に行うことはもちろん、建築確認・設計住宅性能評価も迅速・同時並行的に行い

ますので、効率的に業務が進められます。 

〔超高層建築物の構造評定ならびに構造評価の流れ〕 

※委員会（当社が組成する次の２つを指します） 

［超高層建築評定委員会］：性能評価を担当し評価員2名以上で構成 

［構造特別評価委員会］：特別評価を担当し試験員2名以上で構成 

評価員及び試験員の要件は次の通りです。 

・ 学校教育法 に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学若しくは衛生工学

その他の性能評価の業務に関する科目を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はあった者  

・ 建築、機械、電気若しくは衛生その他の性能評価の業務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に

従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者  

・ 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者  



②デューディリジェンス業務 

 不動産売買等のために、主に買主の依頼を受けて行う詳細な調査で、外人投資家、ファンド等による既存の建築物の売

買増加に伴い、市場が拡大している業務です。当社も平成16年４月より開始し、以下のような調査を顧客の依頼に応じて

行っておりますが、確認検査機関であることを活かした建築基準法適合判定調査は、検査済証が手元にない建物を売買す

るときなどに有用であり、外国人投資家、ファンドに顧客を広げております。調査メニューとして①建築基準法適合判定

調査（遵法性調査）、②劣化診断、③地震リスク（PML)調査、④環境リスク調査（土壌、地下水）等があります。 

③受託検査及び住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)関連業務 

 公的機関あるいは金融機関、住宅メーカー等それぞれの検査基準に従って当社が実施する建築物の検査サービスであ

り、公的機関からの業務としては主なものに、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が直接融資を行う住宅の工事審査、住

宅金融公庫の証券化支援事業に係る適合証明、住宅保証機構現場審査などがあります。 

  

④型式適合認定業務及び住宅型式性能認定業務 

型式適合認定業務とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅などの建築物の型式について、建築基準法の一連の規

程に適合していることを予め審査し、認定・認証する業務です。型式適合認定を受けていれば、個々の建築確認での審査

が簡略化されます。 

 住宅型式性能認定業務とは、標準的な仕様書で繰り返し建設される住宅や住宅の部分について日本住宅性能表示基準に

従って表示すべき性能を有することを評価し、型式として認定・認証する業務です。住宅型式性能認定を受け、個々の住

宅が認定を受けた型式に適合する場合、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなされ、住宅性能

評価の際に一部の審査が簡略化されます。 

⑤瑕疵保証保険取次ぎ及び建築資金出来高支払管理業務 

第６期（平成16年度）より日本住宅ワランティ株式会社を連結子会社としましたが、同社では瑕疵保証保険取次ぎや、

平成16年７月以降は建築資金出来高支払管理サービス「すまいとマネープラン」を行っております。住宅品確法により、

新築住宅の売主は10年間の瑕疵保証責任を負うことになりましたが、この責任に対応できるよう大手損害保険会社の保険

を手配し、売主に提供しております。「すまいとマネープラン」は、消費者が安心して工務店に戸建て住宅の建築を依頼

できることを目的に組み立てられたサービスで、工務店の不履行リスクなどから消費者を保護することができます。同社

では消費者の直接的な利益につながるサービスを提供しています。 

４【関係会社の状況】 

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割合 

（％） 
関係内容 

（連結子会社） 

日本住宅ワランティ

株式会社 

東京都港区赤坂 60,000 

住宅の瑕疵保証保

険の取次業務、建

築資金出来高支払

管理業務 

91.7 

当社の取締役が同

社の代表取締役を

兼任しておりま

す。また、当社の

従業員が同社に出

向しております。 



５【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であ

り、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。）は、年間の平均人員を（ ）

外数で記載しております。 

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。 

３．従業員数が当連結会計年度において62名増加しておりますが、主として業務拡大に伴う定期及び期中採用に

よるものであります。  

(2) 提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であ

り、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。）は、年間の平均人員を（ ）

外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３．従業員数が当事業年度において62名増加しておりますが、主として業務拡大に伴う定期及び期中採用による

ものであります。 

(3) 労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成19年3月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

確認検査事業 344  （34） 

住宅性能評価事業 123   （5） 

その他事業 22   （4） 

 全社（共通） 96  （12） 

合計 585  （55） 

  平成19年3月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

579（55）  49 才 1ヵ月 3 年 2ヵ月 6,028 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、民間設備投資が好調な企業収益に支えられる形で増加し、個人消費も底堅

く推移するなど、素材価格の原油価格の継続的な高騰といった不安定要因があったものの、緩やかな拡大となりまし

た。新設住宅の着工戸数は、連結会計年度の実績が128万戸と前年度に引き続き緩やかな増加となりました。 

このような環境下で、当連結会計年度の業績は、耐震偽装事件に関連して確認検査の一部業務停止処分と風評被害

の影響により業績が悪化し、業務売上高は前年同期比16.7％減少して5,183百万円となり、1,084百万円の営業損失、

1,070百万円の経常損失、1,161百万円の当期純損失となりました。  

当社は、耐震強度偽装事件に関連して、平成18年6月13日から平成18年9月12日までの3ヶ月間、500平方メートルを

超える建築物の確認検査について、確認検査にかかる契約を新たに締結する行為、既に締結した契約の変更により確

認検査の業務を追加する行為および業務の停止期間満了後にこれらの行為を実施するための見積り、交渉等を禁止す

るという内容の行政処分を受けました。当社は、建築基準法令に則り十分な注意を払って建築確認検査業務を実行し

たもので、審査のプロセスにおいて法令違反や故意または重大な過失は無いものと認識していますが、結果として建

築基準法令に定める構造基準に適合しない建築物を現出させたことは、当社の業務に改善の余地があるものとして真

摯に受け止めております。こうした観点から、業務の改善を図るべく、審査体制の増強、審査マニュアルの改訂、審

査方法の改善、審査能力向上研修の強化、業務監査の強化、監視委員会への報告といった施策を実施しております。

また、当社が確認検査を行った偽装物件について、検証、耐震補強案の作成を中心とする改修への支援に真摯に取り

組みました。こうした取り組みにより、構造審査を中心に貴重なノウハウを得ることにより、更なる審査技術の向上

を図るとともに、確認検査や評価の業務品質について他の追随を許さない実力と評価を得ることができたと確信して

おります。 

事業の種類別セグメントの状況は次の通りであります。   

（確認検査事業） 

行政処分の影響により、売上高は前年同期比19.6％減少し3,076百万円となりました。 

 なお、確認検査業務におきましては、有資格者（確認検査員）の量的確保が業務拡大の鍵となり、従業員の資格取

得を積極的に支援し、かつ、外部からの有資格者採用にも努めて参りました。これらが奏効し、確認検査員は当連結

会計年度中に59人増加し、222人となりました。また、構造検査要員の充実を図ることから、当連結会計年度中に13

人増加し58人となりました。 

（住宅性能評価） 

行政処分対象外の分野である戸建住宅の住宅性能評価については堅調に推移しましたが、セグメント全体では前年

同期比1.8％減少し1,404百万円となりました。 

（その他事業）  

行政処分の影響が構造評定業務、デューディリジェンス業務に波及したことにより、売上高は前年同期比27.6％減

少し702百万円となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ914百万円減少し472百万円となり

ました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の営業活動による資金は、1,050百万円（前年同期は50百万円の資金収入）の支出となりました。

これは主に、売上債権が138百万円減少したものの、税金等調整前当期純損失1,070百万円の計上及び法人税等の支払

124百万円があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の投資活動における資金は、168百万円（前年同期は118百万円の資金支出）の支出となりました。

これは主に、無形固定資産の取得による支出113百万円、差入保証金の支出34百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の財務活動による資金は、304百万円（前年同期は132百万円の資金支出）の収入となりました。こ

れは、配当金の支払60百万円があったものの、短期借入金が361百万円増加したことによるものです。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当社グループの業務は、確認検査業務、住宅性能評価業務等であり、生産実績を定義することが困難であるため、

生産実績の記載はしておりません。 

(2) 受注状況 

 当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．その他業務については、評定業務およびソリューション業務を記載しております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ３. 行政処分の影響により、確認検査事業、共同住宅の住宅性能評価事業の受注が減少しました。その他事業に

おいては、特にソリューション業務において風評被害により受注が減少しました。そのため、当連結会計年

度の受注高は前年同期比85.7％となりました。受注残高については、第4四半期より受注が回復し受注残は

前年同期比で124.2％となりました。 

   

(3) 販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．主な相手先の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりです。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

確認検査事業 3,175,511 84.6   194,105 203.9  

住宅性能評価事業 1,383,395 97.1   308,149 93.7  

その他事業（注1） 272,219 59.5   50,845 239.2  

合計 4,831,125 85.7   553,099 124.2  

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

確認検査事業 3,076,582 80.4  

住宅性能評価事業 1,404,236 98.2  

その他事業 702,671 72.4  

合計 5,183,491 83.3  

相手先 
前連結会計年度 当連結会計年度 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

大和ハウス工業㈱ 823,241 13.2 912,626 17.6 



３【対処すべき課題】 

①高い業務品質の維持、向上のため、優秀な人材、資格者の確保が必須であり、確認検査員、評価員を始めとする資格

者の確保に努めるとともに社内での教育・養成に努めます。当社は一級建築士395名、確認検査員222名（平成19年3

月31日現在）と業界随一の陣容を擁しておりますが、業務品質の一層の向上、体制整備のため社内研修等を充実さ

せ、確認検査員として登録される建築基準適合判定資格者検定合格者の確保に注力します。また、評価員が確認検査

員の資格を取得、または確認検査員が評価員の資格を取得といったことにより技術者のマルチタスク化を図り、顧客

への行き届いたサービス及びワンストップサービスの徹底を図ります。 

②「品質を武器に競争に勝つ」方針の徹底が当社の持続的成長への必須条件となります。言い換えれば、業務品質の基

盤となる社員一人ひとりの技術、善意、意欲及び向上心を一層高め、結集すること及び社員全員による営業力強化が

会社成長の成否の鍵となります。 

この観点から、下記の具体的な施策を行います。 

・営業体制の構築（本社及び地方拠点の営業体制の確立を目指し、営業本部制の検討）  

・人事制度の改定（能力評価と業績評価の方法、ステップアップモデルの確立と生産性・給与の10％向上） 

・研修・能力開発（技術研修の一層の強化と世代交代を見据えた組織マネジメント研修への注力） 

 これらの取り組みにより、提供するサービスの品質の向上に努め、信頼を積み重ねることにより「ＥＲＩブランド」

を確立し、消費者や申請者から指名される会社となることを目指します。 

４【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項は以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成19年6月28日）現在において当社グループが判

断したものであります。 

（1）法的規制について 

当社グループの主力業務は確認検査業務、住宅性能評価業務であり、それぞれ「建築基準法」に基づく国土交通大臣の

指定機関、「住宅品確法」に基づく国土交通大臣の登録機関として事業展開を行っております。指定機関・登録機関は、

高い技術力、専門性、公正中立性に加え、建築主・設計者・施工者等と利害のない第三者性が必要であることから、以下

のような法的規制を受けております。これらの法的規制に当社が抵触した場合には、指定・登録が取消され、あるいは更

新されず、若しくは業務停止処分を受ける可能性があり、当社の事業活動に支障をきたすとともに業績に重大な影響を及

ぼすこととなります。 

① 指定確認検査機関 

〔指定の要件〕 

○建築確認、検査を行う職員の数について 

・ 確認検査員及び確認検査員以外の確認検査の業務を行う職員（以下「補助員」という。）の数は、

指定確認検査機関の業務量及びその内容（建築物の規模等）に応じて法律によって厳密に定められ

ており、その定められた人数以上の確認検査員と補助員を確保する必要がある。 

○確認検査の業務の体制、方法等について 

指定確認検査機関並びに指定確認検査機関の確認検査員及び補助員は次に適合しなければならないものと

する。  

・ 確認検査の業務は他の業務（建築物の検査等に関する業務を除く。）と独立した部署で行い、担当

役員を置くこととする。  

・ 確認検査員については、制限業種を兼業する者が含まれず、かつ、指定機関省令第16条第１項に規

定する人員以上の者が常時雇用職員でなければならない。  

・ 指定確認検査機関の職員以外のものを補助員として確認検査の業務に従事させてはならない。ま

た、補助員が行う業務は、補助的なものに限り、補助員単独で確認検査を行ってはならない。  

・ 指定確認検査機関は、代表者及び担当役員が関係する個人、企業、団体等が設計、工事監理、施工

等を行う建築物に係る確認検査を行ってはならない。  

・ 確認検査員及び補助員は、その者が関係する個人、企業、団体等が設計、工事監理、施工等を行う

建築物に係る確認検査に従事してはならない。  

○経理的基礎について 

・ 予算規模が適切であること。 

・ 事業と予算のバランスがとれていること。 

・ 確認検査の業務に係る年間支出総額の概ね１割以上の基本財産、資本金、基金等（以下「基本財産

等」という。）を有していること。 



・ 3,000万円（床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内の建築物に係る確認検査業務を行う場合

にあっては5,000万円、床面積の合計が10,000㎡を超える建築物に係る確認検査業務を行う場合にあ

っては10,000万円。以下この号において同じ。）以上の基本財産等を有していること。ただし、確

認検査の業務に係る損害保険（保険金額が3,000万円以上であるもの及び地震その他の自然変象によ

って明らかとなった瑕疵についての補償が免責事項となっていないものに限る。）の措置が講じら

れている場合においては、この限りでない。 

○指定確認検査機関の役職員の構成について  

・ 取締役が制限業種※（軽微なものを除く。）に従事する者又は制限業種を営む法人に所属する者の

割合が原則として1/2未満であること。ただし、次項に規定する監視委員会（次号において同じ。）

を設けた場合にあっては、この割合を原則として2/3未満とすることができる。この場合において、

制限業種に従事する一人の者又は制限業種を営む一つの法人に従事する者の割合が1/2以上であって

はならない。 

・ 制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人の保有する株式の数の発行済株式総数に占める割合

が原則として1/2未満であること。ただし、監視委員会を設けた場合にあっては、この割合を原則と

して2/3未満とすることができる。この場合において、制限業種に従事する一人の者又は制限業種を

営む一つの法人に従事する者の保有する株式の数の発行済株式総数に占める割合が1/2以上であって

はならない。 

・ 監視委員会は弁護士会の推薦する者、消費者団体の推薦する者、建築関係の学識者、当該企業又は

団体の監事又は監査役で構成するものとし、確認検査業務規程の審議、業務内容の監査等を行うも

のとする。監視委員会は四半期ごとに監査を行い、監査終了後その指定をした建設大臣又は都道府

県知事に報告しなければならないものとする。 

○兼業の制限について 

 指定確認検査機関として制限業種※を行ってはならないものとする。 

※「制限業種」とは、次に掲げる業種（建築主事が建築確認・検査を行うこととなる国、都道府県又は建

築主事を置く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業を除

く。）とする。  

・ 設計・工事監理業（工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業

務を含む。ただし、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。）  

・ 建設業（しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業

務を除く。）  

・ 不動産業（土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。）  

・ 建築材料・設備の製造、供給及び流通業 

〔指定の更新の要件〕 

指定の更新は５年毎に、指定取得と同様の要件を満たしていることを国土交通省へ申請することとなります。 

当社は平成17年３月に指定の更新を受けましたが、今後、万一当該基準を満たさない場合は更新がなされない可

能性があります。 

〔欠格条項〕 

建築基準法に定めのある下記欠格条項（建築基準法第77条の19）に当社取締役が該当する場合指定を受けること

ができなくなります。 

・ 未成年者、成年被後見人又は被保佐人  

・ 破産者で復権を得ないもの  

・ 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者  

・ 指定を取り消され、その取消の日から起算して二年を経過しない者  

・ 確認検査員の登録を消除され、その消除の日から起算して二年を経過しない者  

・ 建築士の免許を取り消された者  

・ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者  

〔取消等の要件〕 

下記要件（建築基準法第77条の35）に該当した場合は指定の取消、期間の定めのある業務停止処分となる可能性

があります。 

・ 確認済案件の特定行政庁への報告、事務所変更の報告、業務区域変更の報告、確認検査員の選任登録

届等 国土交通省、特定行政庁への報告、届等の定めに違反したとき  

・ 確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき  



・ 国土交通省による確認検査員の解任、確認検査業務規程の変更、監督の命令に違反したとき  

・ 指定基準に適合していないと認めるとき  

・ 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員若しくは

法人にあってはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき  

・ 不正な手段により指定を受けたとき  

  

② 登録住宅性能評価機関 

 〔登録の基準等〕 

○ 評価を実施する評価員の数が一定数以上であること。 

評価を行おうとする住宅の数に応じて、法別表に定める数以上の評価員がいること。 

○ 住宅関連事業者に支配されているものではないこと 

住宅関連事業者とは、住宅の設計、住宅の販売(販売の代理・媒介を含む)、新築住宅の工事請負のいずれかを

業として行う者であり、住宅関連事業者の支配とは、住宅関連事業者が親会社である、役員に占める住宅関連事

業者の役職員割合(過去2年間に役職員であった者を含む)が2分の1超である、代表役員が住宅関連業者の役職員

(過去2年間に役職員であった者を含む)である、のいずれかに該当する場合である。 

○ 評価の業務を行う部門には、登録住宅性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する専

  任の管理者を置くこと。 

○ 登録住宅性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。 

○ 債務超過の状態にないこと。 

  評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。 

 〔登録の更新〕 

登録の更新は5年ごとに、1.登録の基準等に記載の項目の申請により行います。申請は、設計住宅性能評価を

行う者としての登録、新築住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録、既存住宅の建設住宅性能評価を行う

者としての登録の各区分に従って行わねばなりません。 

当社は平成18年3月に登録を受けましたが、今後、万一登録基準等を満たさない場合は、更新がなされない可能

性があります。 

 〔欠格条項〕 

住宅品確法に定めのある下記欠格条項（住宅品確法第8条）に当社役員が該当する場合、登録ができなくなりま

す。 

  一 未成年者、成年被後見人または被保佐人 

  二 破産者で復権を得ないもの 

  三 禁錮以上の刑に処せされ、又はこの法律の規定により刑に処せされ、その執行を終わり、又は執行を受け

   ることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 

  四 国土交通大臣により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して二年を経過しない者 

  〔登録の取消し等〕 

下記の各項（住宅品確法第24条）に該当した場合は登録の取消、業務停止処分となる可能性があります。 

・ 欠格事項に該当するとき 

・ 登録の変更等に関する届出の違反、登録の区分等の掲示の違反、財務諸表および評価の業務に関する

帳簿の備付けの違反および指定住宅紛争処理機関からの説明又は資料提出の請求を正当な理由無く拒

んだとき 

・ 住宅性能評価業務規程によらないで評価の業務を行ったとき 

・ 財務諸表等の閲覧または謄写の要求を、正当な理由が無く拒んだとき 

・ 国土交通大臣による業務規程変更の命令、登録の基準に適合するため必要な措置を求める命令、評価

の業務の義務を果たすために必要な改善命令に違反したとき 

・ 住宅紛争処理支援センターへの負担金の納付をしないとき 

・ 評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する評価員若しくは法人にあ

ってはその役員が、評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき 

・ 不正な手段により登録を受けたとき 

③ 当社が受けた行政処分及び業務改善について 

平成14年10月4日に、当社は国土交通大臣から指定住宅性能評価機関及び指定確認検査機関としての業務停止処分（新

規契約の1ヶ月停止、ただし、住宅性能評価業務については大阪支店の業務区域のみ）を受けました。これは一部の案件

において「建築基準法」および「住宅品確法」の規定に反して、確認検査員・評価員の資格を有しない者（補助員）が現

場検査を実施していたことによるものです。 



この処分に対する業務改善策として、以下の施策を実施するとともに違反対象物件の補正検査を実施いたしました。 

・ 遵法業務実施の徹底指示  

・ 「指定業務にかかるコンプライアンス委員会」新設による全社的体制の整備 

・ 「確認管理部」「評価管理部（現 評価企画部）」の新設 

・ 業務現場（各部・支店）における「コンプライアンス責任者」の任命 

・ 資格者による現場検査の実施状況の事後チェック 

・ 監査部による内部監査の強化 

・ 社内処分規程の整備  

また、平成18年5月29日に、当社は国土交通大臣から指定確認検査機関として下記の内容の業務停止処分を受けまし

た。これは当社の確認検査院が確認検査の業務に関し、構造上大きな問題のある建築物を現出させたことによるもので

す。 

〔行政処分の期間及び内容〕 

 平成18年6月13日から同年9月12日までの間、下記の項目にあたる行為の禁止 

 (1)500㎡を超える建築物の確認検査に係る契約を新たに締結する行為 

 (2)既に締結した500㎡を超える建築物に係る契約を変更し、確認検査の業務を追加する行為 

 (3)業務の停止の期間満了後に、500㎡を超える建築物の確認検査を実施するための見積り、交渉等の行為 

この処分に対する業務改善として、以下の施策を実施しました。 

・ 審査体制の増強  

・ 審査マニュアルの改訂 

・ 審査方法の改善 

・ 審査能力向上研修の強化 

・ 業務監査の強化 

 こうした施策を通じまして、社内のコンプライアンス体制を強固なものにし、かつ情報開示を徹底することにより、法

令違反の再発防止に努めております。しかし、万一、同様の事案が再発した場合には、業務停止処分を受けるほか、当社

の信用が損なわれ、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

（2）業界動向について 

 当社グループの事業は以下のような業界動向の下で運営されており、その動向が当社グループの業績に影響を与える可

能性があります。  

①確認検査業務 

○ 確認検査機関の指定状況 

平成11年度から確認検査業務が民間開放され、指定確認検査機関は平成11年度末23機関から平成18年度末125機関

に増加しております。指定件数のピークは平成12年度でした。指定確認検査機関を組織形態別にみると、株式会社、

次いで財団法人が多くそれぞれ半数近くを占めております。なお、当社は平成11年度に株式会社として最初の大臣指

定を受けております。 

（表1）確認検査機関の指定状況 

（出所）財団法人建築行政情報化センター 

（注）１．廃業機関を除く。指定区分の変更については区分変更後の指定のみを計上。 

２．国土交通大臣指定は業務区域が２以上の地方整備局の管轄区域をまたがる場合、地方整備局長指定は業

務区域が２以上の都道府県でかつ１の地方整備局の管轄区域内の場合、都道府県知事指定は１の都道府

県の場合である。 

３．指定機関数の（ ）内は、株式会社または有限会社の指定機関数である。 

区   分 H.11年度 H.12年度 H.13年度 H.14年度 H.15年度 H.16年度 H.17年度 H.18年度 
指定機関数 

（H.19年3月末）

国土交通大臣指定 5 3 1 4 － 1 3 △1 16（10） 

地方整備局長指定 － － 5 3 5 15 6 2 36（35） 

都道府県知事指定 18 26 12 3 4 3 8 △1 73（32） 

合   計 23 29 18 10 9 19 17 0 125（77） 



○ 建築確認の民間比率 

（図1）のとおり、最近5年間における建築確認件数は、全体的に漸減傾向にありますが、そのうち指定確認検査機

関による業務シェア（民間比率）は、民間開放されてから6年間で56％まで上昇しております。地域別にみると、埼

玉県79％、京都府で95％など地方に比し大都市圏で総じて高目になっています。 

(出所) 住宅・建築ハンドブック 



○ 完了検査率の推移 

（図2）のとおり、確認済証の交付件数に対する検査済証の交付件数（以下、完了検査率という。）は、建築基準

法が改正され、「建築物安全安心推進計画」が始まった平成11年度に46%に上昇し、更に平成17年度には76%にまで上

昇してきております。確認検査業務の民間開放の定着と特定行政庁による指導強化の結果と考えられております。確

認件数は全体的に減少傾向にありますが、民間開放以降、完了検査率の上昇が寄与し、完了検査件数が大幅に増加す

る状況となっております。 

 なお、完了検査の民間比率についても、建築確認と同様に上昇し、平成17年度は65%程度となっております。 

（出所）建設通信新聞 

○ 競合状況 

指定確認検査機関は平成19年3月31日現在125機関ありますが、その多くは所在都道府県及び隣接県を業務区域とす

る地域密着型機関か、業務区域が全国でも地方支店網を持たない機関となっております。当社は、日本全域を業務区

域として対応可能な支店網を整備した唯一の指定確認検査機関となっております。また、確認検査員数（平成19年6

月1日現在255名）や確認検査の実績件数においても当社が最大手となっております。しかしながら、地域密着型機関

との競争が激しいこと、建築基準適合判定資格者検定に合格した確認検査員を確保・育成する必要があることなどか

ら、将来にわたって当社が指定確認検査機関における最大手の地位を維持できるとは限りません。 

②住宅性能評価業務 

○ 住宅性能評価機関の登録状況 

平成12年10月に第１陣の指定住宅性能評価機関64機関が指定され、平成18年3月より登録制に移行し、平成19年3月

31日現在の住宅性能評価機関等連絡協議会の会員機関数は95機関となっております。 

○ 住宅性能評価の普及状況 

住生活基本法(平成18年6月公布施行)に基づく住生活基本計画において、平成22年度に普及率50％の目標が掲げら

れ、普及率は向上してきております。(図3)のとおり、平成18年度の実績（設計性能評価）は、共同住宅24.1%、戸建

12.4%、合計19.5％となり、共同住宅での普及率は大幅に向上していますが、戸建住宅の普及率は若干の改善にとど

まっております。今後、住宅性能評価の普及率が政府目標や当社の想定を下回った場合、当社グループの経営成績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 



（出所）住宅性能評価機関等連絡協議会 

○ 競合状況 

平成19年3月31日現在の住宅性能評価機関等連絡協議会の会員機関数は95機関ですが、指定確認検査機関と同様に

地域密着型機関が大半を占めております。その中で当社は日本全域を業務区域として対応可能な支店網を整備した唯

一の登録住宅性能評価機関となっております。住宅性能評価機関等連絡協議会の調査によると、平成18年度の業界シ

ェア（設計評価戸数）は、当社を含めた上位5機関で57%、上位10機関で74%など寡占状態となっております。当社

は、平成17年度の実績戸数で戸建住宅が3位、共同住宅が2位、総戸数で1位となっておりますが、戸建住宅、共同住

宅それぞれの分野で大手住宅供給会社との取引拡大を巡る競争が激化していることもあり、将来とも当社が住宅性能

評価機関における高い地位を維持できるとは限りません。 



(3) 経営成績及び財政状態について 

①人材の確保について 

当社グループの業務は、それを遂行する社員が高度な技術力を保持していることはもちろん、「確認検査員」「評価

員」等法律によって必要とされる資格を持つことが必須であります。こういった優秀な人材を確保することが、当社グル

ープにおける最も重要な課題のひとつということができます。 

確認検査員の確保につきまして、限定された地域において確認検査業務を行う場合は多数の確認検査員の確保を要しま

せんが、当社のように全国展開等広域にわたって同業務を行う場合においては、確認検査員の確保が必須となります。万

が一、その確保が十分でない場合は、確認検査業務の遂行に支障を来すこととなります。 

住宅性能評価業務におきましては、原則として設計住宅性能評価を正社員である評価員が行い、建設住宅性能評価につ

いては委託評価員をも併用することとしております。これは技術水準を保つための自社執行体制を維持しつつ、効率的な

人員体制による運用を図るためであります。確認検査業務と同様、全国展開を図る当社にとりましては評価員の確保が必

須であり、万が一、その確保が十分でない場合は、住宅性能評価業務の遂行に支障を来すこととなります。 

②業績の季節変動について 

平成19年3月期の上半期と下半期の業績（単体）は以下の通りであります。 

当社の業績が上半期と下半期で大きく変動するのは、建築物の竣工案件の季節的な偏在によることが大きな要因の

一つとなっております。当社では、竣工時の現場検査収入（確認検査業務のうち完了検査、住宅性能評価業務のうち

建設住宅性能評価）が売上の約半分を占めることから、建築物の竣工が多い2月、3月、9月及び12月に売上が集中する

傾向にあり、かつ、例年上半期に多くの従業員を採用しており、経費が嵩む傾向があります。したがって、売上及び

利益ともに下半期に片寄る収益構造となっております。 

さらに、当連結会計年度においては、上半期に確認検査事業において行政処分による3ヶ月間の一部業務の停止があ

り、この要因が大きく作用し、上半期、下半期の収益の差が生じております。 

(4) その他 

①業務遂行に関するリスクについて 

当社業務のうち、確認検査業務、住宅性能評価業務等の建築基準法、住宅品確法に基づく業務は、その遂行にお

いて、次項に記載の内容をはじめとして、当社の過失の有無に係わらず訴訟を受ける可能性があります。 

 当社では、業務遂行により発生する損害に備え、「建築確認検査機関・住宅性能評価機関賠償責任保険」に加入

することにより担保しております。 

②行政不服審査法に基づく審査請求について 

審査請求とは、行政不服審査法に規定されている権利の一形態で、行政処分に対して不服がある場合、一定期間

内にその取消を求めることができる制度です。当社業務の内、確認検査業務については従来行政が行っていた業務

であり、その処分としての建築確認は同法に基づく審査請求の対象となるものであります。民間開放により当社の

ような民間確認検査機関が行う建築確認に対しても同法が適用されることとなります。 

従いまして、当社が行った建築確認について、その処分を不服とする近隣住民から審査請求を受け、事案が問題

化し訴訟に発展した場合など、当社が行った建築確認が適正であるか否かを問わず、また、全く根拠のない誤認に

よる審査請求であった場合でも、公正中立な専門的第三者機関としての当社の信用に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

平成19年3月期 

上  半  期 下  半  期 

金額（百万円） 百分比（%） 金額（百万円） 百分比（%） 

売上高 2,346 100.0 2,815 100.0 

売上総利益 5 0.2 425 15.1 

販管費 760 32.4 737 26.2 

営業損失 △755 △32.2 △312 △11.1 

経常損失 △749 △31.9 △304 △10.8 



③みなし公務員規定等について 

確認検査業務及び住宅性能評価業務が極めて公共的な性格を持つ業務であるため、建築基準法及び住宅品確法に

おいて、指定機関、登録機関の役職員は業務で知り得た秘密を漏らしてはならない秘密保持義務を負っています。 

建築基準法の指定機関として確認検査業務を行っておりますが、刑法等の適用においては公務員とみなす旨の規定

があります。具体的には、万が一、当社役職員が確認検査業務で知り得た秘密を外部へ漏らした場合、公務員と同

様に罰せられることとなり、刑法及びその他の罰則の適用についても公務員として罰せられることとなります。 

同様に、住宅品確法の登録機関として住宅性能評価業務を行っておりますが、公共性の強い業務であることから、

守秘義務等に反する場合の処罰について、別途定められています。 

なお、当社の業務においては申請者が個人である場合、当然に個人情報を取り扱うこととなることから、個人情

報保護法に準じて情報管理並びに秘密保持を徹底いたしております。 

④制限業種（注）について 

○株式保有状況 

 当社の株主のうち制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人（当該法人の役職員を含む）による保有割合（以下、

「制限業種による株式保有割合」という。）は以下の通りです（平成19年3月31日現在。集計に際しては、個人の株主で

保有株式数が24株以下(0.1%未満)は、非制限業種と見なしております。）。なお、制限業種に従事する者及び制限業種を

営む法人による株式保有割合が2/3を超える場合、並びに、制限業種に従事する一人の者又は制限業種を営む一つの法人

に従事する者の株式保有割合が1/2を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指

定が取り消されることとなる可能性があります。当社では、株主名簿に記載された株主の属性を可能な範囲で確認・調査

を行い、制限業種、非制限業種及び業種不明に区分した株式保有割合を今後とも継続的に開示してまいります。 

（注）「制限業種」とは、次に掲げる業種（建築主事が建築確認・検査を行うこととなる国、都道府県又は建築主事を置

く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業を除く。）をいいます。 

・設計・工事監理業（工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含 

む。ただし、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。）  

・建設業（しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除

く。）  

・不動産業（土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。）  

・建築材料・設備の製造、供給及び流通業 

○役員構成 

当社の役員において制限業種となる者は1名、監査役（非常勤）藤川明彦であります。 

役員のうち制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人に所属する者の割合が原則として2/3以上となる場合は、確

認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定が取り消されることとなる可能性があります。 

５【経営上の重要な契約等】 

特記すべき事項はありません。 

６【研究開発活動】 

特記すべき事項はありません。 

株主 株数（株） シェア（%） 

制限業種 6,687 27.4 

非制限業種 17,747 72.6 

合計 24,434 100.0 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成19年6月28日）現在において当社グループが判断したも

のであります。  

(1) 重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されておりま

す。この連結財務諸表の作成に当たりまして、見積が必要な事項につきましては、合理的な基準に基づき、会計上の

見積を行っております。 

 詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」をご参照ください。 

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

 当連結会計年度における業績等に関する概要につきましては、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 （１） 業

績」に記載のとおりであります。 

①売上高 

 確認検査事業の売上高は3,076百万円(前年同期比19.6%減)、住宅性能評価事業の売上高は1,404百万円(前年同期比

1.8%減)、その他事業の売上高は702百万円(前年同期比27.6%減)となりました。 

  これは、戸建住宅に関する確認検査事業、住宅性能評価事業は順調に伸張したものの、行政処分の影響により、確

認検査事業、共同住宅の住宅性能評価が減少したことによるものです。その他事業については、ソリューション業務

に風評被害が顕著であり、第4四半期に回復傾向が見られたものの受注が減少したことによるものであります。 

②営業損失 

 当連結会計年度の売上原価は4,751百万円(前年同期比4.9%増)、販売費及び一般管理費は1,516百万円(前年同期比

4.8%増)となりました。これは、審査体制の強化に伴う従業員数の増加による人件費の増加、支店新設準備による経

費の増加と、売上減少にともなう外注委託費の減少によるものです。この結果、売上総利益は432百万円（前年同期

比74.5％減）、営業損失は1,084百万円（前年同期は249百万円の営業利益）となりました。なお、売上原価率は

91.7%(前年同期比18.9ポイント増)となりました。 

③経常損失 

 営業外収益は15百万円(前年同期比41.5%増)となりました。これは、主として補助金収入、受取保険配当金および

受取手数料によるものです。前年同期比では、受取保険配当金、受取手数料が増加しております。 

 営業外費用は1百万円(前年同期比84.7%増)となりました。これは、支払利息によるものです。 

 この結果、経常損失は1,070百万円（前年同期は259百万円の経常利益）となりました。 

④当期純損失 

 特別損益は発生しておりません。 

 この結果、税金等調整前当期純損失は1,070百万円（前年同期は259百万円の税金等調整前当期純利益）となり、法

人税、住民税及び事業税（28百万円）、法人税等調整額（63百万円）及び少数株主損失（1百万円）を加減した当期

純損失は1,161百万円（前年同期は121百万円の当期純利益）となりました。 

 当連結会計年度の１株当たり当期純損失は47,651.83円となっております。 

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について  

 当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第２ 事業の状況 ４ 事業等のリスク」に

記載しております。  

(4) 経営戦略の現状と見通し 

 当社は、建築分野で最大手の第三者検査機関であり、建築確認・検査及び住宅性能評価を主要な事業としておりま

す。当社の事業の大きな特徴は、 

①質・量ともに業界トップクラスの有資格者を擁し、全国規模の支店網により全国どこでも同レベルのサービスを提

供できること 

②超高層建築の構造評定やデューディリジェンスなど、建物の検査に関しあらゆるサービスを当社１社で総合的に提

供する「ワンストップサービス」体制を整えていること 

であり、この特徴をさらに強化していく方針であります。 

 当社の成長の基盤は、当社の業務への幅広い信頼を獲得することであります。そのため、当社は法令遵守(コンプ

ライアンス)と適正な企業統治(コーポレートガバナンス)の構築に努めており、具体的には次の3つの取り組みを行っ

ております。 

①高い業務品質と充実したサービスを武器とする「ＥＲＩブランド」の確立による差別化への取り組み。 



②各部門、各支店、関連会社の収益力を高め、確実に収益を上げる強い組織づくりへの取り組み。 

 ・企業統治形態、人事制度の再検討による新たな成長戦略を確立 

 ・利便性、収益性、効率性の追求(店舗配置の見直し、統廃合および特化型店舗(ブティック店舗)など) 

③当社の長期的、継続的な発展、成長軌道の確立のための優秀な人材の確保及び育成への取り組み。 

 ・社員の技術、キャリアアップの支援(建築士制度の改正や新たな資格創設への積極的対応) 

 これらの取り組みに加え、提供するサービスの質の向上に努め信頼を積み重ねることにより、消費者や申請者から

指名される会社となることを目指します。 

(5)財政状態の分析 

  当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末より983百万円減少し1,645百万円となりました。これ

は、流動資産が1,023百万円減少し、固定資産が39百万円増加したことによるものです。 

 流動資産の減少は、棚卸資産の増加25百万円があったものの、現金及び預金が914百万円減少、売掛金が138百万円

減少したことによるものです。 

 固定資産の増加は、ソフトウエアの増加59百万円、差入保証金の増加33百万円及び繰延税金資産の減少61百万円に

よるものです。 

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

①資本の財源 

 当連結会計年度における資本の財源は、株式発行による収入4百万円があったものの、営業活動による支出が1,050

百万円ありました。 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記の通りであります。 

②資金の流動性についての分析 

 当連結会計年度末現在、有利子負債残高は短期借入金361百万円であり、資金使途は業績の季節変動に伴う運転資

金であります。 

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について 

 当社グループは、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するように努めております。

 当社の持続的成長への必須条件は、「品質を武器に競争に勝つ」方針の徹底であると捉え、業務品質の基盤となる

社員一人ひとりの技術、善意、意欲及び向上心を一層強め、結集することが、成長の鍵となると考えております。 

 また、当社グループは、第三者機関による建築物の検査・評価の普及が、消費者にとって有益かつ健全な社会基盤

の形成につながるとの確信を持っております。今後も確認検査業務・住宅性能評価業務のみならず他の検査・評価業

務の拡充に努め、以て業績の伸張を図ることといたします。 

  平成18年3月期 平成19年3月期 

自己資本比率(%) 58.5 19.5 

時価ベースの自己資本比率(%) 307.6 304.1 

キャッシュフロー対有利子負債比率(%) － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 61.5 － 

  平成18年3月期 平成19年3月期 

流動比率(%) 217.3 91.4 

固定比率(%) 34.1 175.7 

固定長期適合比率(%) 31.6 122.3 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度の設備投資等の総額は127,803千円であり、主なものとして提出会社の内部管理システム120,983

千円、支店の設備充実をはかるための投資3,511千円であります。  

 セグメント別では、確認検査事業に84,210千円、住宅性能評価事業に27,596千円、その他事業に15,996千円の設

備投資をしております。 

２【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

当社は、国内に本社、24の支店を設けております。 

以上のうち、主要な設備は以下のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には消費税等を含めておりません。 

２．当社のリース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。 

なお上記リース契約は所有権移転外ファイナンス・リースであります。 

(2) 国内子会社 

該当事項はありません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

当連結会計年度末における重要な設備の新設及び改修の計画並びに重要な設備の除却、売却等の計画はありませ

ん。 

  平成19年3月31日現在

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別セグ
メントの名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 従業員数
（外、平
均臨時雇
用者数） 

(人) 
建物 

工具器具 
備  品 

ソフト 

ウェア 
合計 

本   社 

(東京都港区) 

確認検査、住宅性

能評価、その他 
事務所 13,791 12,214 138,317 164,322 

156 

(16) 

支  店 

(全国24ヶ所) 

確認検査、住宅性

能評価、その他 
事務所 5,535 4,873 － 10,408 

429 

(39) 

名称 リース期間 年間リース料 リース契約残高 

事務用機器 4年～6年 45,972千円      104,807千円

ソフトウェア 4年～5年  2,992千円    8,820千円



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1)【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」の欄には、平成19年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。 

(2)【新株予約権等の状況】 

    (平成15年6月18日定時株主総会決議) 

（注）１．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数の調整について 

新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる

株式の数を調整し、0.01株未満の株式は切り捨てる。 

   調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・併合の比率 

なお、株式の数の調整を行った場合は、新株予約権の数についても同様の調整を行う。 

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の調整について 

新株予約権発行後、時価を下回る価額による新株の発行（当社および当社グループ会社の取締役および従業員

に対する無償の新株予約権の行使による場合を除く。）が行われる場合は、次の算式により払込をなすべき金

額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 95,000 

計 95,000 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成19年3月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年6月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 24,434 24,434 ジャスダック証券取引所 － 

計 24,434 24,434 － － 

区分 
事業年度末現在 

（平成19年3月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年5月31日） 

新株予約権の数（個） 75   (注)1 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ――  ―― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  150  (注)1  同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株につき80,000(注)2 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年 6月19日から 

平成25年 6月17日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   80,000 

資本組入額 40,000 
同左 

新株予約権の行使の条件 (注)3 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)4 同左 

代用払込みに関する事項 ―― ―― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―― ―― 



また、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、払込金額は分割または併合の比率に応じ比

例的に調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。 

３．新株予約権の行使の条件 

① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

② 権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。 

③ その他の権利行使の条件については、取締役会において決定する。 

４．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 

(3）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）１．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格    468,000円  

資本組入額   170,000円 

払込金総額   725,400千円  

２．株式分割(1:2)によるものであります。 

３．ストックオプション制度の新株予約権の権利行使による増加：発行価格80,000円、資本組入額40,000円 

権利行使者は、当社役員9名であります。  

４．ストックオプション制度の新株予約権の権利行使による増加：発行価格80,000円、資本組入額40,000円 

権利行使者は、当社役員2名であります。  

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 

年月日 
発行済株式総数

増減数（株） 

発行済株式総数

残高（株） 

資本金増減額

（千円） 

資本金残高（千

円） 

資本準備金増減

額（千円） 

資本準備金残高

（千円）  

平成16年11月11日 

  （注）1 
1,550 11,892 263,500 813,500 461,900 559,400 

平成17年 5月20日 

  （注）2 
11,892 23,784 － 813,500 － 559,400 

平成17年 4月 1日～ 

平成18年 3月31日 

  （注）3 

590 24,374 23,600 837,100 23,600 583,000 

平成18年 4月 1日～ 

平成19年 3月31日 

  （注）4  

60 24,434 2,400 839,500 2,400 585,400 



(5）【所有者別状況】 

 (注) 「その他法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1株含まれている。 

(6）【大株主の状況】 

  平成19年3月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状
況 
（株） 

政府及び
地方公共
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数

（人） 
－ 8 12 45 3 3 2,799 2,870 － 

所有株式数

（株） 
－ 1,614 173 6,267 1,053 12 15,315 24,434 －  

所有株式数

の割合

（％） 

－ 6.60 0.71 25.65 4.31 0.05 62.68 100.00 － 

  平成19年3月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

鈴木崇英 東京都世田谷区 2,116 8.66 

日本ERI従業員持株会 東京都港区赤坂8-5-26 1,246 5.10 

ミサワホーム株式会社 東京都杉並区高井戸東2-4-5 920 3.77 

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 920 3.77 

パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町1-1-4 920 3.77 

三井ホーム株式会社 東京都新宿区西新宿6-24-1 920 3.77 

積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-4 920 3.77 

あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1-28-1 800 3.27 

中澤芳樹 東京都世田谷区 791 3.24 

エイチエスビーシー ファン

ド サービシイズ クライア

ンツ アカウント 006 

東京都中央区日本橋3-11-1 582 2.38 

計 － 10,135 41.48 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が１株含まれております。 

   また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１株が含まれております。 

②【自己株式等】 

(8）【ストックオプション制度の内容】 

当社は、新株予約権付与方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条

ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成15年5月13日及び同6月18日開催の取締役会及び同6月18日開催の定時株

主総会において、新株予約権を発行することを決議いたしました。当該新株予約権の内容は以下のとおりでありま

す。 

  平成19年3月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他）   普通株 24,434 24,434 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 24,434 － － 

総株主の議決権 － 24,434 － 

  平成19年3月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

決議年月日 平成15年6月18日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

① 取締役 6 

② 子会社取締役 2 

③ 従業員 1 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―  



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】  該当事項はありません。 

(1)【株主総会決議による取得の状況】 

  該当事項はありません。 

(2)【取締役会決議による取得の状況】 

  該当事項はありません。 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】  

  該当事項はありません。  

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  該当事項はありません。  



３【配当政策】 

当社は、株主への利益還元を経営の重要な課題ととらえておりますが、配当政策については企業体質の強化と将来

の事業展開のために内部留保の充実を図るとともに、業績に応じた配当を継続的に行うことを基本方針としておりま

す。 

 当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

 これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 現時点におきましては、財務体制の強化及び今後の事業展開に備えるため、内部留保資金の充実を図るべく、配当

につきましては見送る方針であります。今後につきましては、当社の収益力の向上を図りながら、当社を取り巻く事

業環境を踏まえ、業績見込み、財務体質等を勘案しながら利益還元としての配当を検討しております。 

 当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定

めております。 

４【株価の推移】 

(1)【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証

券業協会の公表のものであります。なお、平成16年11月11日付をもって同協会に株式を登録いたしましたの

で、それ以前の株価については該当事項はありません。 

２．□印は、株式分割による権利落後の株価であります。 

(2)【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

回次 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 

決算年月 平成15年3月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 

最高（円） － － 
1,850,000 

  □815,000 
865,000 346,000 

最低（円） － － 
881,000 

□718,000 
220,000 181,000 

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年1月 2月 3月 

最高（円） 281,000 260,000 237,000 276,000 254,000 239,000 

最低（円） 230,000 227,000 210,000 209,000 198,000 218,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略       歴 任期 
所有株
式数
（株） 

代 表 

取締役 

社 長 

－ 鈴木 崇英 昭和17年 6月 7日生 

昭和44年 9月 株式会社ユージー都市設計（現 株

式会社UG都市建築）設立、代表取

締役副社長 

平成 3年10月 同社代表取締役社長 

平成11年11月 当社設立、代表取締役会長 

平成14年 6月 当社代表取締役社長 

平成14年11月 当社取締役会長 

平成16年 2月 当社代表取締役社長(現任) 

(注)2  2,116 

代 表 

取締役 

副社長 

経 営

管 理

本部長 

中澤 芳樹 昭和26年 5月 5日生 

昭和50年 4月 三井信託銀行株式会社（現・中央

三井信託銀行株式会社）入社 

平成12年 4月 当社入社、業務・開発部長(現経営

企画部) 

平成12年 5月 当社取締役業務・開発部長 

平成13年 5月 当社常務取締役経営企画部長 

平成14年11月 当社代表取締役社長 

平成16年 2月 当社代表取締役副社長 住宅性能

評価本部長 

平成18年 4月 当社代表取締役副社長 経営管理

本部長(現任) 

(注)2  791 

専 務 

取締役 

確 認 

検 査 

本部長 

土岐 悦康 昭和15年 2月27日生 

平成 6年 4月 東京都多摩東部建築指導事務所長 

平成11年 6月 財団法人立体道路推進機構（現 財

団法人道路空間高度化機構）入団 

平成13年 5月 当社入社、確認検査部長 

平成14年 6月 当社取締役確認検査本部長 

平成14年11月 当社取締役確認検査副本部長 

平成16年 2月 当社常務取締役確認検査本部長 

平成17年 7月 当社専務取締役確認検査本部

長 (現任) 

(注)2  156 

取締役 － 大塚 和彦 昭和22年 4月 5日生 

昭和48年12月 株式会社トリコ入社 

昭和53年 3月 同社取締役総務部長 

昭和63年 3月 同社専務取締役 

平成12年 9月 当社入社、経理部長 

平成14年 6月 当社取締役経理部長 

平成16年 2月 当社取締役(現任) 

平成16年 5月 日本住宅ワランティ株式会社 監査

役(現任) 

(注)2  94 

取締役 

確認検査

本   部

副本部長

高野 雅司 昭和28年 7月 3日生 

昭和47年 4月 東京都庁入庁 

平成12年 4月 当社入社、確認検査部 

平成14年 4月 執行役員確認検査第２部長 

平成15年 4月 上級執行役員確認検査第２部長 

平成16年 2月 上級執行役員確認検査本部副本部

長 

平成17年 6月 当社取締役確認検査本部副本部長

(現任) 

(注)2  51 

取締役 

住宅評価

本    部

本部長 

小山 隆弘 昭和30年 2月 1日生 

昭和54年 4月 不二建設株式会社入社 

平成 2年 7月 株式会社三和産業入社 

平成12年 8月 当社入社、戸建住宅評価本部 

平成14年 4月 執行役員戸建住宅評価本部本部長 

平成15年 4月 上級執行役員住宅評価本部副本部

長 

平成17年 6月 当社取締役住宅評価本部副本部長 

平成18年 4月 当社取締役住宅評価本部長（現

任） 

 (注)2 43 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略       歴 任期 
所有株
式数
（株） 

取締役 

経営 

企画 

部長 

馬野 俊彦 昭和39年 3月15日生 

昭和61年 4月 三井信託銀行株式会社（現中央三井

信託銀行株式会社）入社 

平成14年 1月 当社入社、経営企画部課長 

平成14年 5月 日本住宅ワランティ株式会社取締

役 (現任) 

平成14年11月 執行役員経営企画部長 

平成15年 4月 上級執行役員経営企画部長 

平成17年 6月 当社取締役経営企画部長 

平成18年 6月 当社取締役経営企画部長兼人事部長 

平成18年 6月 当社取締役経営企画部長(現任) 

 (注)2 71 

取締役 － 増田 明世 昭和33年 7月28日生 

昭和57年 4月 伊藤忠商事株式会社入社 

平成15年 4月 当社入社、業務開発部長 

平成15年 7月 執行役員業務開発部長 

平成16年 2月 執行役員ソリューション事業部長 

平成16年 5月 日本住宅ワランティ株式会社代表取

締役社長 (現任) 

平成17年 6月 当社取締役ソリューション事業部長 

平成18年 5月 当社取締役 (現任) 

(注)2  36 

取締役 
評 定 

部 長 
清水 敬三 昭和15年 8月 5日生 

昭和41年 4月 株式会社大林組入社 

平成14年 6月 当社入社、評定部長 

平成15年 4月 執行役員評定部長 

平成17年 5月 上級執行役員評定部長 

平成18年 6月 当社取締役評定部長 (現任) 

(注)2  8 

常 勤 

監査役 
－ 奈良 幹雄 昭和12年11月 1日生 

昭和37年 4月 東京都文京区入区 

平成 6年 4月 北区建築環境部長 

平成11年11月 当社設立、取締役 

平成14年 6月 当社常勤監査役 (現任) 

(注)3  256 

監査役 － 藤川 明彦 昭和21年12月19日生 

昭和44年 4月 株式会社日本勧業銀行（現 株式会

社みずほフィナンシャルグループ）

入行 

平成元年 4月 同行シカゴ支店副支店長 

平成 7年 2月 同行大和支店長 

平成11年 5月 株式会社UG都市建築取締役 

平成11年11月 当社設立、取締役 

平成14年 5月 株式会社UG都市建築専務取締役（現

任） 

平成14年 6月 当社監査役（現任） 

(注)4  15 

監査役 － 
山宮 慎一

郎 
昭和45年 2月 4日生 

平成 7年 4月 弁護士登録 

新東京総合法律事務所（現新東京法

律事務所）入所 

平成18年 1月 新東京法律事務所パートナー(現

任） 

平成18年 6月 当社監査役（現任） 

(注)5  － 

監査役 － 太田 裕士 昭和45年10月 3日生 

平成13年 9月 朝日(現あずさ)監査法人入所 

平成18年 1月 ジェイ・ブリッジ株式会社入社 

平成18年11月 公認会計士太田裕士事務所代表（現

任） 

平成19年 6月 当社監査役（現任）  

(注)6 － 

        計   3,637 



（注）１．監査役 山宮 慎一郎、太田裕士は社外監査役であります。 

（注）２．取締役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終結する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 

（注）３．監査役（常勤）奈良幹雄の任期は、平成17年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終結する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 

（注）４．監査役（常勤）藤川明彦の任期は、平成17年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終結する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 

（注）５．監査役山宮慎一郎の任期は、平成18年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終結する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 

（注）６．監査役太田裕士の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終結する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、法律で義務付けられている確認・検査を含む建築物検査の大臣指定機関として、その使命を果たしなが

ら、公共性と収益性のバランスのもと堅実な利益成長を確保することを目指しています。建築基準法の執行機関と

して自らの法令遵守を徹底するとともに、確実、迅速なサービス提供を確保し、企業活動の効率性と透明性を高め

るという観点に立ち、経営体制や経営システムを整備し、必要な施策を実施していくことが、当社のコーポレー

ト・ガバナンスに関する取組みの基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題の一つと位置づけております。

 

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

＜取締役、取締役会、執行役員、監視委員会＞ 

 当社では、従来の取締役と監査役という枠組みの中で、監督と執行の分離を進めていく体制として、執行役員制

度を導入しており、現行経営体制は、代表取締役２名を含む社内取締役９名と、取締役兼務者９名を含む執行役員

15名であります。取締役会は毎月１回以上開催され、当期における開催回数は臨時取締役会を含めて15回、執行役

員会は20回でありました。 

 当社は、代表取締役２名が代表執行役員を兼ねている状態ではありますが、執行役員制度の効果的な運用や今後

の社外取締役の選任、監査役（監査役会）の充実等によりコーポレート・ガバナンスの更なる強化が可能であると

考えていることから、委員会等設置会社ではなく、監査役会制度を採用しております。 

 国土交通省「指定確認検査機関指定準則」に基づく「監視委員会」も設置し業務内容の監査を受けてきました。

「監視委員会」は弁護士会の推薦する者、消費者団体の推薦する者、建築関係の学識者及び当社の監査役で構成さ

れ、業務規程の審議、業務内容の監査等を行い、四半期ごとにその結果を国土交通大臣に報告しています。 

 

＜監査役、監査役会＞ 

 当社の監査役は４名で、２名が社外監査役、残る２名が社内出身で内１名が常勤監査役です。当期においては、

監査役会は12回開催されております。監査役会のサポート業務については、監査部がその任にあたっており、常勤

スタッフは4名で、管理部門、各業務部門の業務内容に識見のあるものが務めております。監査役の監査活動は、

取締役会等重要会議への出席の他、部支店、子会社などの往査を実施し、取締役の業務執行の監視の他、法令、定

款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査を実施しております。会計監査人からの監査計画報

告（年次）及び会計監査結果報告会（中間・期末決算毎）にも出席し意見交換を図っております。また、内部監査

部門及び会計監査人とは、３ヶ月に１回連絡会議を開催し、監査結果などの情報交換、意見交換を行うなどの連携

を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。 

 

＜会計監査＞ 

 当社は、会社法に基づく会計監査人及び証券取引法に基づく会計監査人にあずさ監査法人を選任しております

が、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありませ

ん。当社は同監査法人との間で、会社法監査と証券取引法監査について、監査契約書を締結し、それに基づき報酬

を支払っております。当期における監査体制等は以下のとおりであります。 

 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数 

（注）監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の監査計画に基づき決定されております。 

具体的には、公認会計士３名及び会計士補等４名を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者１名も加

えて構成されております。  

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名 継続監査年数 

 指定社員 業務執行社員 筆野 力  あずさ監査法人 ５年 

 指定社員 業務執行社員 杉山 正樹  あずさ監査法人 １年 



  ＜役員報酬及び監査報酬等＞ 

役員報酬等の内容（平成18年4月１日 至平成19年3月31日） 

１．取締役及び監査役に支払った報酬 

 取締役   9名  127,762千円     

 監査役   4名  17,400千円    

 合計       145,162千円 

（注）株主総会の決議による報酬限度額 

    取締役 年額 400,000千円    監査役 年額 100,000千円 

２．当期中の株主総会決議により支給した役員退職慰労金   12,300千円 

監査報酬の内容 

 当社の会計監査人であるあずさ監査法人に対する報酬 

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 13,800千円 

  

＜会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要＞ 

 当社の社外監査役竹花勲及びその親族が株式を100％保有しております株式会社第一代理店に損害保険料を支払ってお

りますが、取引条件は通常の保険代理店への支払いと同様であります。 

 

＜内部監査＞ 

 当社は、子会社を含めた業務プロセスの遵法性、適正性及び経営の妥当性、効率性を監査する目的で社長直属の組織と

して監査部を設置しております。現在、常勤スタッフは４名ですが、監査毎に部長クラスのスタッフを監査員に指定する

ことにより、期初に策定した監査計画に基づき、平成19年3月期は延べ43部支店及び子会社に対し臨店検査を実施してお

ります。各部支店の確認検査及び住宅性能評価の業務執行のコンプライアンスの状況、業務規程の遵守状況などを監査

し、監査後は遅滞なく改善状況を報告させることで、内部監査の実効性を担保しております。会計監査人や監査役とも連

携をとっております。 

 

＜内部統制とリスク管理体制＞ 

 当社では、社内業務全般にわたり諸規程が漏れなく整備されており、明文化されたルールのもとで、各職位が明確な権

限と職位をもって業務を遂行しており、監査部による内部監査も実施されております。 

 訴訟案件や重要なトラブル案件を中心とする法的なリスクの管理については、経営企画部が管理しております。  

 コンプライアンスについては、国土交通大臣の指定機関の社員として守るべき倫理上の原則・基準を「日本ERI 倫理に

関する規定」として制定し全職員に徹底しております。企業活動における法令遵守、公正性、倫理性を確保するため、社

長直属の組織として、社外弁護士等もメンバーに含む「コンプライアンス委員会」を設置しており、経営陣への提言・勧

告等を行っております。また、各部店長を「コンプライアンス責任者」に任命し、指定にかかる法的規制を含めた業務現

場における法令遵守と適正な業務執行を確保しており、さらに経営企画部で掌握する体制としております。 

 

 当社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況の模式図は次の通りです。 



＜責任限定契約の内容の概要＞ 

１．当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を

締結しております。 

 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、監査役竹花勲氏と監査役山宮慎一郎氏は7,000千円または法令が定める

額のいずれか高い額としております。  

２．当社と会計監査人であるあずさ監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。 

 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、善意でかつ重大な過失がないときは、20,000千円又は会計監査人として

の在職中の報酬その他の職務執行の対価、もしくは受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高

い額に二を乗じて得た額のいずれか高い額としております。 

＜取締役の定数＞ 

 当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。 

＜取締役の選任の決議要件＞  

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 



＜剰余金の配当等の決定機関＞  

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主

総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とす

ることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 

＜株主総会の特別決議要件＞  

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株

主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものでありま

す。 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）及

び当連結会計年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成17年4月1日

から平成18年3月31日まで）及び当事業年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）の財務諸表について、あず

さ監査法人により監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1)【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度 

（平成18年3月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,386,763 472,326 

２．売掛金  477,999 339,437 

３．たな卸資産  65,144 90,574 

４．繰延税金資産  123,860 121,500 

５．その他  51,534 57,558 

流動資産合計  2,105,302 80.1 1,081,398 65.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物  27,797 30,555   

減価償却累計額  7,226 20,571 11,228 19,326 

(2) 工具器具備品  26,882 38,403   

減価償却累計額  12,212 14,670 21,316 17,087 

有形固定資産合計  35,242 1.3 36,414 2.2

２．無形固定資産    

(1) ソフトウエア  78,571 138,317 

(2) のれん   － 2,945 

(3) 連結調整勘定  2,491 － 

(4) その他  1,863 434 

無形固定資産合計  82,926 3.2 141,697 8.6

３．投資その他の資産    

(1) 差入保証金  330,429 364,194 

(2) 繰延税金資産  61,091 － 

(3) その他  14,350 21,682 

投資その他の資産合計  405,871 15.4 385,877 23.5

固定資産合計  524,040 19.9 563,988 34.3

資産合計  2,629,342 100.0 1,645,387 100.0 

     
 



   
前連結会計年度 

（平成18年3月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．短期借入金  － 361,000 

２．未払金   129,106 117,466 

３．未払費用  345,754 311,803 

４．未払法人税等  123,776 26,288 

５．未払消費税等  14,961 33,235 

６．前受金  332,910 276,122 

７．その他  22,398 57,154 

流動負債合計  968,908 36.9 1,183,069 71.9

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  44,955 54,371 

２．役員退職慰労引当金  74,024 85,650 

固定負債合計  118,979 4.5 140,021 8.5

負債合計  1,087,888 41.4 1,323,091 80.4

     

（少数株主持分）    

少数株主持分  2,538 0.1 － －

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※1 837,100 31.8 － －

Ⅱ 資本剰余金  583,000 22.2 － －

Ⅲ 利益剰余金  118,816 4.5 － －

資本合計  1,538,916 58.5 － －

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 2,629,342 100.0 － － 

     
 



   
前連結会計年度 

（平成18年3月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１．資本金     － －   839,500 51.0 

２．資本剰余金     － －   585,400 35.6 

３．利益剰余金     － －   △1,103,822 △67.1 

株主資本合計     － －   321,077 19.5 

Ⅱ 少数株主持分     － －   1,218 0.1 

純資産合計     － －   322,295 19.6 

負債純資産合計     － －   1,645,387 100.0 

               



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  6,225,571 100.0 5,183,491 100.0 

Ⅱ 売上原価  4,529,314 72.8 4,751,027 91.7

売上総利益  1,696,256 27.2 432,464 8.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 1,446,855 23.2 1,516,810 29.2

営業利益又は営業損失
（△） 

 249,401 4.0 △1,084,346 △20.9

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  235 922   

２．補助金収入  4,373 3,634   

３．受取保険配当金  2,519 3,578   

４．保険解約返戻金   1,585 2,030   

５. 受取手数料  1,720 3,830   

６．雑収入  317 10,750 0.2 1,218 15,214 0.3

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  815 815 0.0 1,505 1,505 0.1

経常利益又は経常損失
（△） 

 259,336 4.2 △1,070,637 △20.7

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△） 

 259,336 4.2 △1,070,637 △20.7

法人税、住民税及び事
業税 

 165,180 28,934   

法人税等調整額  △24,825 140,354 2.2 63,452 92,386 1.8

少数株主損失  2,941 0.0 1,319 0.1

当期純利益又は当期純
損失（△） 

 121,923 2.0 △1,161,703 △22.4

     



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

（注）１.平成18年6月29日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。  

   
前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  559,400

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１．増資による新株の発行  23,600 23,600

Ⅲ 資本剰余金期末残高  583,000

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  202,847

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  121,923 121,923

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．配当金  179,705

２．役員賞与  26,250 205,955

Ⅳ 利益剰余金期末残高  118,816

   

 
株主資本 

少数株主持分  純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 837,100 583,000 118,816 1,538,916 2,538 1,541,454 

連結会計年度中の変動額            

新株の発行 2,400 2,400   4,800   4,800 

剰余金の配当 （注）１     △60,935 △60,935   △60,935 

当期純損失     △1,161,703 △1,161,703   △1,161,703 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

        △1,319 △1,319 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

2,400 2,400 △1,222,638 △1,217,838 △1,319 △1,219,158 

平成19年３月31日 残高（千円） 839,500 585,400 △1,103,822 321,077 1,218 322,295 



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

１．税金等調整前当期純利 
  益又は税金等調整前当  
  期純損失（△） 

 259,336 △1,070,637 

２．減価償却費  53,810 66,885 

３．退職給付引当金の増減 
  額 

 △8,860 9,416 

４．役員退職慰労引当金の 
  増減額 

 12,179 11,626 

５．受取利息  △235 △922 

６．支払利息  815 1,505 

７．売上債権の増減額  △92,139 138,561 

８．棚卸資産の増減額  △35,225 △25,430 

９．未払金の増減額  △40,540 △11,639 

10．未払費用の増減額  104,153 △33,951 

11．未払消費税等の増減額  8,604 18,273 

12．前受金の増減額  77,818 △56,788 

13．その他  △10,030 28,717 

小計  329,687 △924,383 

14．利息及び配当金の受取 
  額 

 235 922 

15．利息の支払額  △815 △2,100 

16. 役員賞与の支払額  △26,250 － 

17．法人税等の支払額  △252,669 △124,839 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 50,187 △1,050,401 

 



   
前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

１．有形固定資産の取得に 
  よる支出 

 △9,117 △14,279 

２．無形固定資産の取得に 
  よる支出 

 △62,430 △113,524 

３．差入保証金の支出  △48,256 △34,788 

４．差入保証金の回収によ 
  る収入 

 7,265 1,023 

５．その他  △6,009 △7,331 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △118,550 △168,899 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

１．短期借入れによる収入  425,000 880,000 

２．短期借入金の返済によ
る支出 

 △425,000 △519,000 

３．株式発行による収入  47,200 4,800 

４．配当金の支払額  △179,705 △60,935 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △132,505 304,865 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額 

 △200,867 △914,436 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 1,587,630 1,386,763 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※ 1,386,763 472,326 

     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  1社 連結子会社の数  1社 

  連結子会社の名称 

日本住宅ワランティ株式会社 

連結子会社の名称 

日本住宅ワランティ株式会社 

      

２．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

   

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

（追加情報） 

確認検査業務については、金額的重要

性が増したことにより、当連結会計年

度末より仕掛品を計上しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益はそれぞれ

28,443千円増加しております。 

たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

  

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

    建物      10～15年 

    工具器具備品  5～20年 

イ 有形固定資産 

同左 

  

    

    

  ロ 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

(5年)に基づく定額法によっておりま

す。 

ロ 無形固定資産 

同左 

  

(3) 重要な繰延資産の処理

方法 

イ 新株発行費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

――――― 

  

  ――――― 

  

 ロ 株式交付費  

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

債権等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しておりま

す。なお、当連結会計年度において

は該当がないため計上しておりませ

ん。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 退職給付引当金 

当社は従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職

給付債務（簡便法）に基づき計上し

ております。 

ロ 退職給付引当金 

同左 

  ハ 役員退職慰労引当金 

当社は役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規程に基

づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

ハ 役員退職慰労引当金 

同左 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

同左 

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

なお、当社は資産にかかる控除対象外

消費税等は当連結会計年度の負担すべ

き期間費用として処理しております。 

消費税等の処理方法 

同左 

  

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定の償却については、５年間

で均等償却しております。 

――――― 

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項  

――――― のれんの償却については、５年間で均等

償却しております。 

８．利益処分項目等の取り扱

いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成しております。 

――――― 

９．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ケ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ――――― 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響はありません。 

  

―――――  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）  

当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

321,077千円であります。 

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度におけ

る連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連

結財務諸表規則により作成しております。 

――――― （役員賞与に関する会計基準） 

当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

――――― （企業結合に係る会計基準等） 

当連結会計年度より「企業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第

10号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 



表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

―――――  

  

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲記

されていたもの、及び無形固定資産の「その他」に含めて

いた「営業権」は、当連結会計年度から「のれん」と表示

する方法に変更しております。 

 なお、前連結会計年度末において、営業権は、連結貸借

対照表の無形固定資産「その他」に1,428千円含まれてお

ります。  



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

 ストック・オプションの行使による増加  60株 

２．自己株式に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年3月31日） 

※1 当社の発行済株式総数は、普通株式 24,374株 であ

ります。 

――――― 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

※1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

役員報酬 135,037千円 

給与手当 452,619 

退職給付費用 6,253 

賃借料 124,395 

租税公課 112,661 

支払手数料 130,242 

保険料 32,064 

役員退職慰労引当金繰入額 19,879 

減価償却費 6,847 

役員報酬     155,212千円 

給与手当 525,625 

退職給付費用 23,747 

賃借料 125,007 

租税公課 89,223 

支払手数料 112,100 

保険料 36,329 

役員退職慰労引当金繰入額 20,626 

減価償却費 37,471 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

普通株式 24,374 60 － 24,434 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
普通株式 60,935 2,500 平成18年3月31日 平成18年6月29日 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている現金及び預金勘定は一致しておりま

す。 

同左 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

建物 23,639 4,249 19,390

工具器具備品 210,713 94,212 116,500

ソフトウェア 13,645 2,388 11,257

合計 247,999 100,850 147,148

取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

建物 23,639 8,189 15,450

工具器具備品 213,766 100,505 113,261

ソフトウェア 13,645 5,117 8,528

合計 251,052 113,812 137,240

 (2) 未経過リース料期末残高相当額  (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 44,459千円

１年超  106,480 

合計 150,940 

１年内 43,770千円

１年超      86,043 

合計  129,813 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 50,506千円

減価償却費相当額  45,750 

支払利息相当額 6,010 

支払リース料 53,490千円

減価償却費相当額 48,609 

支払利息相当額 5,442 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

 (5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

    未経過リース料 

１年内 7,367千円

１年超  9,570 

合計  16,937 

２．オペレーティング・リース取引 

    未経過リース料 

１年内 7,094千円

１年超 3,645 

合計    10,739 



（有価証券関係） 

 前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

該当事項はありません。 

 当連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

 前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 当連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（企業結合関係） 

 当連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

該当事項はありません。 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

（平成18年3月31日現在） 

 当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。なお、60歳以上の者については、確定給付型の制度と

して退職一時金制度を設けております。 

 子会社には退職給付制度はありません。 

（平成19年3月31日現在） 

 同上 

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（平成18年3月31日現在） 

当社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しておりますので、算定基礎率等については記載し

ておりません。 

（平成19年3月31日現在） 

同上 

  
前連結会計年度 

（平成18年3月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年3月31日） 

 退職給付債務 44,955千円       54,371千円 

 退職給付引当金 44,955千円       54,371千円 

  

当社は、退職給付債務の算定に当た

り、簡便法（自己都合退職による期

末要支給額の 100％を退職給付債務

とする方法）を採用しておりま

す。  

同左 

  

  

  

  

  
前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

退職給付費用 117,433千円     142,459千円 

 勤務費用 19,910千円       28,361千円 

  確定拠出年金制度への掛金支払額 97,523千円       114,098千円 



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 ①旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストック・オプション目的の新株予約権 

（注）1．上記表に記載された株式は、平成17年5月20日付にて株式分割（1：2）による分割後の株式数に換算して記載 

     しております。  

（注）2．新株予約権の行使の条件 

     ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

     ②権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。 

     ③その他の権利行使の条件については、取締役会において決定する。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 
平成15年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役6名、子会社取締役2名、当社従業員1名 

株式の種類別のストック・オプション数 

（注）1 
普通株式 800株 

付与日 平成15年6月18日 

権利確定条件 （注）2  

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間  平成17年6月19日から平成25年6月17日まで 

 
平成15年 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）   

前連結会計年度末 － 

付与 － 

失効 － 

権利確定 － 

未確定残 － 

権利確定後      （株）   

前連結会計年度末 210 

権利確定 － 

権利行使 60 

失効 － 

未行使残 150 



② 単価情報 

 
平成15年 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 80,000 

行使時平均株価     （円） 226,000 

公正な評価単価（付与日）（円） ― 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（単位：千円） （単位：千円） 

繰延税金資産 繰延税金資産 

未払事業税 11,326   未払事業税 3,675   

未払賞与 92,078   未払賞与 76,073   

退職給付引当金 18,206   退職給付引当金 22,020   

役員退職慰労引当金 29,980   役員退職慰労引当金 34,688   

繰越欠損金 11,408   繰越欠損金 493,650   

その他  33,359   その他  24,178   

小計  196,360   小計 654,285   

評価性引当額 △11,408   評価性引当額 △532,785   

繰延税金資産合計  184,952   繰延税金資産合計 121,500   

        

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

（単位：％）   当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上 

  しているため、記載しておりません。 

法定実効税率 40.5         

（調整）           

住民税均等割等 9.5         

交際費等永久に損金算入されない項目 0.6         

評価性引当金の増減 4.4         

その他 △0.9         

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.1         

            



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．その他事業には、住宅金融公庫融資住宅の審査・適合証明、超高層建築物の構造評定、共同住宅の音環境評

価、土壌汚染調査、不動産取引等におけるデューディリジェンス（調査）やインスペクション（検査）、瑕

疵保証保険の取次ぎや建築資金支払管理などが含まれております。 

３．資産のうち、消去又全社の項目に含めた全社資産 1,554,768千円は、主に余資運転資金（現預金）及び当

社管理部門にかかる資産であります。 

  
確認検査事
業 
（千円） 

住宅性能評
価事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 3,825,465 1,429,689 970,416 6,225,571 - 6,225,571 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
- - 2,973 2,973 (2,973) - 

計 3,825,465 1,429,689 973,389 6,228,544 (2,973) 6,225,571 

営業費用 3,532,803 1,471,861 974,477 5,979,143 (2,973) 5,976,170 

営業利益又は営業損失（△） 292,661 △42,172 △1,088 249,401 - 249,401 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産 559,814 249,133 265,625 1,074,574 1,554,768 2,629,342 

減価償却費 34,081 11,582 8,146 53,810 -  53,810 

資本的支出 45,455 15,447 10,865 71,768 -  71,768 



当連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．その他事業には、住宅金融公庫融資住宅の審査・適合証明、超高層建築物の構造評定、共同住宅の音環境評

価、土壌汚染調査、不動産取引等におけるデューディリジェンス（調査）やインスペクション（検査）、瑕

疵保証保険の取次ぎや建築資金支払管理などが含まれております。 

３．資産のうち、消去又全社の項目に含めた全社資産 615,509千円は、主に余資運転資金（現預金）及び当社

管理部門にかかる資産であります。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  
確認検査事
業 
（千円） 

住宅性能評
価事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 3,076,582 1,404,236 702,671 5,183,491 - 5,183,491 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
- - 4,441 4,441 （4,441） - 

計 3,076,582 1,404,236 707,113 5,187,932 （4,441） 5,183,491 

営業費用 3,906,208 1,470,234 895,836 6,272,279 （4,441） 6,267,837 

営業利益又は営業損失（△） △829,625 △65,997 △188,723 △1,084,346 - △1,084,346 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産 639,653 221,968 168,255 1,029,877 615,509 1,645,387 

減価償却費 44,071 14,442 8,371 66,885 -   66,885 

資本的支出 84,210 27,596 15,996 127,803 -   127,803 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１.上記金額の取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２.同社は当社監査役竹花勲が代表取締役に就任しており、同氏及びその親族が株式を100％保有しております。

    ３.市場価格を勘案して、一般の取引条件と同様に決定しております。 

当連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１.上記金額の取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２.同社は当社監査役竹花勲が代表取締役に就任しており、同氏及びその親族が株式を100％保有しております。

    ３.市場価格を勘案して、一般の取引条件と同様に決定しております。 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

関係内容 
取引の内
容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員が議決

権の過半数

を有してい

る会社 

株式会社

第一代理

店 

※２ 

東京都港

区 
10,000 保険代理店 

(被所有) 

直接 0.4 

役員 

1名 

損害保

険代理

店 

損害保険

料 

※３ 

19,707 ― ― 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

関係内容 
取引の内
容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員が議決

権の過半数

を有してい

る会社 

株式会社

第一代理

店 

※２ 

東京都港

区 
10,000 保険代理店 

(被所有) 

直接 0.2 

役員 

1名 

損害保

険代理

店 

損害保険

料 

※３ 

20,026 ―  ― 



（１株当たり情報） 

 (注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

１株当たり純資産額 63,137円62銭 

１株当たり当期純利益金額  5,059円48銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

  

 

4,973円02銭 

  

 当社は、平成17年5月20日付で普通株式１株につ 

き２株の割合で株式分割を行っております 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場 

合における前連結会計年度の１株当たり情報は、 

以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 

 １株当たり当期純利益金額 

 潜在株式調整後 

 １株当たり当期純利益金額  

65,148円75銭 

10,977円43銭 

  

 10,633円14銭 

１株当たり純資産額   13,140円59銭 

１株当たり当期純損失金額   47,651円83銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金 

額については、潜在株式は存在するものの１株当  

たり当期純損失であるため記載しておりません。 

―――――  

  
前連結会計年度 

（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額 
   

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
121,923 △1,161,703 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（千円） 
121,923 △1,161,703 

普通株式の期中平均株式数（株） 24,098 24,379 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円）  － － 

普通株式増加数（株） 419 － 

（うち新株予約権 (株)）        (419) (－) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

―― 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ

21に規定するストックオプション

制度に係る新株予約権150株 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

平成18年5月29日付で、当社は建築基準法に基づき国土交

通省から行政処分を通知されました。 

――――― 

 1.処分を受けた日   平成18年5月29日   

 2.処分の期間および内容   

  平成18年6月13日から同年9月12日までの間、下記の項目

  にあたる行為の禁止。 

  

 (1)500㎡を超える建築物の確認検査に係る契約を新たに   

    締結する行為 

 (2)既に締結した500㎡を超える建築物の確認検査に係る 

    契約を変更し、確認検査の業務を追加する行為 

  

(3)業務の停止の期間満了後に、500㎡を超える建築物の 

   確認検査を実施するための見積り、交渉等の行為  

  

3.処分の対象となった理由 

 当社の確認検査員が確認検査の業務に関し、構造上 

 大きな問題のある建築物を現出させたこと 

  

4.処分の及ぼす影響 

 当該処分により、処分対象となった種別の建築物に対 

 する確認検査事業を中心として受注高等への影響が見 

 込まれますが、今後の連結損益への影響額を客観的に 

 算出することは困難であります。  

  



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 － 361,000 1.89 － 

1年以内に返済予定の長期借入金 － － － － 

長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。） － － － － 

その他の有利子負債 － － － － 

合計 － 361,000 － － 



２【財務諸表等】 

(1)【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度 

（平成18年3月31日） 
当事業年度 

（平成19年3月31日） 

区分 
注記番
号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 1,355,465 457,665 

２．売掛金 478,201 339,790 

３．仕掛品 65,144 90,574 

４．前払費用 45,760 47,252 

５．繰延税金資産 123,860 121,500 

６．その他 5,752 9,544 

流動資産合計 2,074,185 78.3 1,066,328 65.0

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1)建物 27,797 30,555   

減価償却累計額 7,226 20,571 11,228 19,326 

(2)工具器具備品 26,527 38,048   

減価償却累計額 12,094 14,433 21,111 16,937 

有形固定資産合計 35,004 1.3 36,264 2.2

２．無形固定資産   

(1)ソフトウェア 78,571 138,317 

(2)電話加入権 406 406 

無形固定資産合計 78,978 3.0 138,724 8.5

３．投資その他の資産   

(1)関係会社株式  55,000 55,000 

(2)差入保証金 330,309 364,074 

(3)繰延税金資産 61,091 － 

(4)積立保険金 － 21,682 

(5)その他 14,350 － 

(6)投資損失引当金 － △42,000 

投資その他の資産合
計 

460,751 17.4 398,757 24.3

固定資産合計 574,735 21.7 573,745 35.0

資産合計 2,648,920 100.0 1,640,074 100.0 

    
 



    
前事業年度 

（平成18年3月31日） 
当事業年度 

（平成19年3月31日） 

区分 
注記番
号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．短期借入金 － 361,000 

２．未払金 126,554 115,912 

３．未払費用 345,754 311,803 

４．未払法人税等 123,596 26,108 

５．未払消費税等 14,961 33,235 

６．前受金 332,910 276,122 

７．預り金 21,423 55,246 

８．その他 877 1,584 

   流動負債合計 966,078 36.5 1,181,012 72.0

Ⅱ 固定負債   

１．退職給付引当金 44,955 54,371 

２．役員退職慰労引当金 74,024 85,650 

固定負債合計 118,979 4.5 140,021 8.5

負債合計 1,085,058 41.0 1,321,034 80.5

（資本の部）   

Ⅰ 資本金        ※1 837,100 31.6 － －

Ⅱ 資本剰余金   

１. 資本準備金 583,000 －   

資本剰余金合計 583,000 22.0 － －

Ⅲ 利益剰余金   

１. 当期未処分利益 143,762 －   

利益剰余金合計 143,762 5.4 － －

資本合計 1,563,862 59.0 － －

負債及び資本合計   2,648,920 100.0 － － 

    
 



    
前事業年度 

（平成18年3月31日） 
当事業年度 

（平成19年3月31日） 

区分 
注記番
号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１．資本金     － －   839,500 51.2 

２．資本剰余金               

(1）資本準備金   －     585,400     

資本剰余金合計      － －   585,400 35.7 

３．利益剰余金               

(1）その他利益剰余金               

繰越利益剰余金   －     △1,105,859     

利益剰余金合計      － －   △1,105,859 △67.4 

株主資本合計      － －   319,040 19.5 

純資産合計      － －   319,040 19.5 

負債純資産合計      － －   1,640,074 100.0 

               



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 6,201,484 100.0 5,162,026 100 

Ⅱ 売上原価 4,503,917 72.6 4,731,025 91.7

売上総利益 1,697,567 27.4 431,001 8.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 1,430,442 23.1 1,498,571 29.0

営業利益又は営業損失 
  （△） 

267,124 4.3 △1,067,570 △20.7

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 235 910   

２．補助金収入 4,373 3,634   

３．受取保険配当金 2,519 3,578   

４．保険解約返戻金  1,585 2,030   

４．受取手数料 1,720 3,830   

５．雑収入 242 10,676 0.2 609 14,594 0.3

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息 815 815 0.0 1,505 1,505 0.0

経常利益又は経常損失 
  （△） 

276,985 4.5 △1,054,481 △20.4

Ⅵ 特別損失    

１．投資損失引当金繰入額  － － － 42,000 42,000 0.8

税引前当期純利益又は税 
 引前当期純損失（△） 

276,985 4.5 △1,096,481 △21.2

法人税、住民税及び事業
税 

165,000 28,754   

法人税等調整額 △24,825 140,174 2.3 63,452 92,206 1.8

当期純利益又は当期純損 
   失（△） 

136,811 2.2 △1,188,687 △23.0

前期繰越利益 67,736   

中間配当額  60,785   

当期未処分利益   143,762   

    



売上原価明細書 

(原価計算の方法) 

 原価計算の方法については、個別原価計算制度を採用しております。 

 （注）※1 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

  
前事業年度 

（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 労務費  3,008,703 66.3 3,413,382 71.8

Ⅱ 外注委託費  326,147 7.2 275,878 5.8

Ⅲ 経費 ※1 1,204,291 26.5 1,067,194 22.4

  当期総製造費用  4,539,142 100.0 4,756,455 100.0 

  期首仕掛品たな卸高  29,919 65,144 

   合計  4,569,062 4,821,600 

  期末仕掛品たな卸高  65,144 90,574 

  売上原価  4,503,917 4,731,025 

     

項目 
前事業年度 

（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

賃借料 340,498千円        408,016千円 

リース料 67,235 84,603 

旅費交通費 117,143 135,655 



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

（注）１.平成18年6月29日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 

   
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成18年６月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  143,762

Ⅱ 利益処分  

１．配当金  60,935 60,935

Ⅲ 次期繰越利益  82,827

   

 

株主資本 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 
資本準備金 

資本剰余金合
計 

その他利益剰余
金 

利益剰余金合
計 

繰越利益剰余
金 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

837,100 583,000 583,000 143,762 143,762 1,563,862 1,563,862 

事業年度中の変動額              

新株の発行 2,400 2,400 2,400     4,800 4,800 

剰余金の配当 （注）1       △60,935 △60,935 △60,935 △60,935 

当期純損失       △1,188,687 △1,188,687 △1,188,687 △1,188,687 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

2,400 2,400 2,400 △1,249,622 △1,249,622 △1,244,822 △1,244,822 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

839,500 585,400 585,400 △1,105,859 △1,105,859 319,040 319,040 



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

子会社株式 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

仕掛品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

（追加情報） 

確認検査業務については、金額的重要

性が増したことにより、当期末より仕

掛品を計上しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益はそれぞれ28,443千円

増加しております。  

仕掛品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

  

３．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

    建物     10～15年 

   工具器具備品  5～20年  

（1）有形固定資産 

同左 

  

    

    

（2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間(5年)

に基づく定額法によっております。 

（2）無形固定資産 

同左 

  

４．繰延資産の処理方法 （1）新株発行費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

――――― 

  

  ――――― 

  

（2）株式交付費  

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

５．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

債権等の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。なお、当期

においては該当がないため計上してお

りません。 

（1）貸倒引当金 

同左 

  （2）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務（簡便

法）に基づき計上しております。 

（2）退職給付引当金 

同左 

  （3）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給額を計上しております。 

（3）役員退職慰労引当金 

同左 

  ―――――― 

  

（4）投資損失引当金 

関係会社への投資に対する損失に備え

るため、投資先の財政状態を勘案し

て、必要額を計上しております。  

 



会計処理方法の変更 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

同左 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

なお、資産にかかる控除対象外消費税

等は当期の負担すべき期間費用として

処理しております。 

同左 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ――――― 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はありません。  

  

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）  

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

319,040千円であります。 

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借

対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

――――― （役員賞与に係る会計基準） 

 当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 



表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

 ──────  

  

 （貸借対照表） 

前事業年度において、投資その他の資産の「その他」に

含めていた「積立保険金」は、資産合計の100分の1を超

えたため区分掲記しております。  

なお、前事業年度の「積立保険金」は、14,350千円であ

ります。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

     該当事項はありません。 

前事業年度 
（平成18年3月31日） 

当事業年度 
（平成19年3月31日） 

※1 授権株式数及び発行済株式総数 ―――――  

   授権株式数    普通株式   95,000株 

   発行済株式総数  普通株式   24,374株 

    

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

※1 販売費に属する費用のおおよその割合は1％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は99％であり

ます。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※1 販売費に属する費用のおおよその割合は1 ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は99％であり

ます。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 131,437千円 

給与手当 452,619 

退職給付費用 6,253 

賃借料 124,395 

租税公課 112,292 

支払手数料 129,761 

役員退職慰労引当金繰入額 19,879 

減価償却費 6,730 

役員報酬       148,012千円 

給与手当 525,625 

退職給付費用 23,747 

賃借料 123,228 

租税公課 88,964 

支払手数料 111,780 

役員退職慰労引当金繰入額 20,626 

減価償却費 37,383 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前事業年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

当事業年度末において子会社及び関連会社で時価のあるものはありません。 

 当事業年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

当事業年度末において子会社及び関連会社で時価のあるものはありません。 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

建物 23,639 4,249 19,390

工具器具備品 210,713 94,212 116,500

ソフトウェア 13,645 2,388 11,257

合計 247,999 100,850 147,148

取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

建物 23,639 8,189 15,450

工具器具備品 213,766 100,505 113,261

ソフトウェア 13,645 5,117 8,528

合計 251,052 113,812 137,240

 (2) 未経過リース料期末残高相当額  (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 44,459千円

１年超 106,480 

合計 150,940 

１年内 43,770千円

１年超 86,043 

合計 129,813 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 50,506千円

減価償却費相当額 45,750 

支払利息相当額 6,010 

支払リース料 53,490千円

減価償却費相当額 48,609 

支払利息相当額 5,442 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

 (5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

    未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

    未経過リース料 

１年内 7,367千円

１年超 9,570 

合計 16,937 

１年内      7,094千円

１年超 3,645 

合計 10,739 



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（単位：千円） （単位：千円） 

繰延税金資産 繰延税金資産 

未払事業税 11,326   未払事業税 3,675   

未払賞与 92,078   未払賞与 76,073   

退職給付引当金 18,206   退職給付引当金 22,020   

役員退職慰労引当金 29,980   役員退職慰労引当金 34,688   

その他 33,359   繰越欠損金 449,837   

繰延税金資産合計 184,952   投資損失引当金 17,010   

      その他 24,174   

      小計 627,479   

      評価性引当金 △505,979   

      繰延税金資産合計 121,500   

            

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

（単位：％） 当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているた

め、記載しておりません。   

法定実効税率 40.5         

（調整）           

住民税均等割等 8.8         

交際費等永久に損金算入されない項目 0.5         

その他 0.8         

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.6         

            



（１株当たり情報） 

 (注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

１株当たり純資産額 64,161円11銭 

１株当たり当期純利益金額 5,677円28銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

  

  

 

5,580円26銭 

  

  

 当社は、平成17年年５月20日付で普通株式１株 

につき２株の割合で株式分割を行っております。  

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場 

合における前事業年度の１株当たり情報は、以下 

のとおりとなります。  

１株当たり純資産額  

１株当たり当期純利益金額  

 潜在株式調整後 

 １株当たり当期純利益金額  

65,148円75銭 

 11,235円19銭 

  

 10,822円81銭 

１株当たり純資産額  13,057円23銭 

１株当たり当期純損失金額     48,758円67銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金 

額については、潜在株式は存在するものの１株当 

たり当期純損失であるため記載しておりません。 

  

――――― 

  
前事業年度 

（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額 
   

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
136,811 △1,188,687 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（千円） 
136,811 △1,188,687 

普通株式の期中平均株式数（株） 24,098 24,379 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    

当期純利益調整額（千円）       ― ― 

普通株式増加数（株） 419 ― 

（うち新株予約権 (株)） (419) (―) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

― 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ

21に規定するストックオプション

制度に係る新株予約権150株 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

平成18年5月29日付で、当社は建築基準法に基づき国土交

通省から行政処分を通知されました。 

―――――  

 1.処分を受けた日   平成18年5月29日   

 2.処分の期間および内容   

  平成18年6月13日から同年9月12日までの間、下記の項目

  にあたる行為の禁止。 

   

 (1)500㎡を超える建築物の確認検査に係る契約を新たに   

    締結する行為 

 (2)既に締結した500㎡を超える建築物の確認検査に係る 

    契約を変更し、確認検査の業務を追加する行為 

  

(3)業務の停止の期間満了後に、500㎡を超える建築物の 

   確認検査を実施するための見積り、交渉等の行為  

  

3.処分の対象となった理由 

 当社の確認検査員が確認検査の業務に関し、構造上 

 大きな問題のある建築物を現出させたこと 

  

4.処分の及ぼす影響 

 当該処分により、処分対象となった種別の建築物に対 

 する確認検査事業を中心として受注高等への影響が見 

 込まれますが、今後の損益への影響額を客観的に算出 

 することは困難であります。 

 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 該当事項はありません。 



【有形固定資産等明細表】 

（注）当期増加額及び減少額の主な内容は次のとおりであります。 

   ソフトウェアの増加の主な内容は、内部管理システム112,644千円、構造関連のソフトウェア880千円であります。

【引当金明細表】 

資産の種類 
前期末残高
（千円） 

当期増加額
（千円） 

当期減少額
（千円） 

当期末残高
（千円） 

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額 
（千円） 

当期償却額
（千円） 

差引当期末
残高 

（千円） 

有形固定資産                   

建物 27,797   2,758   － 30,555 11,228 4,002 19,326 

工具器具備品 26,527   11,521   － 38,048 21,111 9,016 16,937 

有形固定資産計 54,325   14,279   － 68,604 32,340 13,019 36,264 

無形固定資産                   

ソフトウェア 120,664   113,524   － 234,188 95,871 53,778 138,317 

電話加入権 406   －   － 406 － － 406 

無形固定資産計 121,071   113,524   － 234,595 95,871 53,778 138,724 

長期前払費用 －    －    －   －   －   －   －   

繰延資産                   

－ －     －     －   －   －   －   －   

繰延資産計 －     －     －   －   －   －   －   

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

投資損失引当金  － 42,000 － － 42,000 

役員退職慰労引当金  74,024 20,626 9,000 － 85,650 



(2)【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

③ 仕掛品 

区分 金額（千円） 

現金 0 

預金   

普通預金 325,539 

納税準備預金 289 

定期預金 130,000 

郵便口座 1,837 

小計 457,665 

合計 457,665 

相手先等 金額（千円） 

大和ハウス工業株式会社 57,947 

住宅金融公庫 47,851 

株式会社レオパレス21 38,389 

パナホーム株式会社 26,810 

三井ホーム株式会社 11,159 

その他 157,633 

合計 339,790 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 

２ 
────── 

(B) 
───── 

365 

478,201 2,662,445 2,800,856 339,790 89.2 56.1 

品目 金額（千円） 

住宅性能評価仕掛品 33,796 

確認検査仕掛品  44,859 

ソリューション業務仕掛品 7,681 

評定業務仕掛品  4,237 

合計 90,574 



④ 繰延税金資産 

 内訳は、２ 財務諸表等（1）財務諸表 注記事項（税効果会計関係）に記載しております。 

⑤ 差入保証金 

⑥ 短期借入金  

⑦ 未払金 

⑧ 未払費用 

相手先 金額（千円） 

住友不動産株式会社 173,118 

日本橋プラザ株式会社 24,981 

三井不動産株式会社 20,645 

株式会社TAKプロパティ 14,000 

有楽土地株式会社 12,004 

その他 119,324 

合計 364,074 

相手先 金額（千円） 

株式会社みずほ銀行 100,000 

株式会社三井住友銀行 100,000 

中央三井信託銀行株式会社 81,000 

株式会社八十二銀行  80,000 

合計 361,000 

相手先 金額（千円） 

財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 15,412 

富士通株式会社 8,632 

東京都港都税事務所  4,597 

横浜市建築設計協同組合  2,253 

キャノン販売株式会社  2,078 

その他  82,939 

合計 115,912 

区分 金額（千円） 

従業員賞与 187,835 

社会保険料 90,541 

従業員給与 21,862 

その他 11,563 

合計 311,803 



⑨ 前受金 

(3)【その他】 

該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

大和ハウス工業株式会社 23,463 

パナホーム株式会社 6,458 

株式会社マリモ 4,732 

ミサワホーム東京株式会社  4,371 

ミサワホーム東関東株式会社   2,532 

その他 234,563 

合計 276,122 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）１. 当社は端株制度の適用を受けておりますが、現在端株は生じていないため、端株原簿の作成は行っておりま

せん。なお、端株主の利益配当金および中間配当金に関する基準日は上記のとおりであります。 

事業年度 4月1日から3月31日まで 

定時株主総会 6月中 

基準日 3月31日 

株券の種類 1株券、10株券および100株券の3種類 

剰余金の配当の基準日 9月30日 3月31日 

１単元の株式数 ――――― 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番1号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番1号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店 全国各支店 

名義書換手数料 無 料 

新券交付手数料 株券１枚につき50円に印紙税相当額を加算した額 

端株の買取り   

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番1号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番1号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店 全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第７期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日関東財務局長に提出。 

(2）半期報告書 

（第８期中）（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）平成18年12月20日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書

    平成18年6月29日

日本ＥＲＩ株式会社    

  取締役会 御中    

  あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 宮 直仁  印 

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 筆野 力  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本Ｅ

ＲＩ株式会社の平成17年4月１日から平成18年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本

ＥＲＩ株式会社及び連結子会社の平成18年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に、構造計算書の偽装事件に係る国土交通省の行政処分を受けた旨の記載がある。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書

    平成19年6月28日

日本ＥＲＩ株式会社    

  取締役会 御中    

  あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 筆野  力  印

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 杉山 正樹  印

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本ERI

株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。  

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本

ERI株式会社及び連結子会社の平成19年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書

    平成18年6月29日

日本ＥＲＩ株式会社    

  取締役会 御中    

  あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 宮 直仁  印 

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 筆野 力  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本Ｅ

ＲＩ株式会社の平成17年4月１日から平成18年3月31日までの第７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本ＥＲ

Ｉ株式会社の平成18年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に、構造計算書の偽装事件に係る国土交通省の行政処分を受けた旨の記載がある。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書

    平成19年6月28日

日本ＥＲＩ株式会社    

  取締役会 御中    

  あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 筆野  力  印

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 杉山 正樹  印

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本ERI

株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本ERI

株式会社の平成19年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。 
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